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南郡の建設と戦国秦の貨幣制度（稲葉）

【
要
約
】
　
戦
国
期
の
篠
笛
で
は
献
公
が
亡
命
先
の
霊
鑑
か
ら
帰
国
後
、
国
の
体
質
改
善
を
は
か
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
貨
幣
経
済
を
導
入
、
銅
銭
の
鋳
行

を
模
索
す
る
。
孝
公
を
へ
て
恵
文
王
二
年
に
は
秦
国
独
自
の
貨
幣
半
語
銭
を
発
行
、
半
衝
銭
は
秦
国
の
領
内
に
普
及
す
る
。
一
方
、
白
詩
の
主
都
郵
の
攻

略
、
南
郡
の
建
設
に
よ
り
黄
金
の
流
通
地
を
領
内
に
組
み
入
れ
た
結
果
、
挙
国
は
黄
金
貨
幣
の
流
通
圏
と
な
り
、
黄
金
貨
幣
を
通
貨
の
～
つ
に
加
え
る
こ

と
に
な
る
。
馬
齢
の
度
量
衡
は
鑑
・
両
制
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
ら
、
楚
制
を
受
け
入
れ
た
秦
国
の
黄
金
の
衡
旦
毘
に
は
鐙
・
両
制
が
採
り
入
れ
ら
れ
た
。
司

馬
遷
が
秦
の
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
「
黄
金
は
鐙
を
以
て
名
づ
け
、
上
津
と
な
す
。
銅
銭
は
識
し
て
半
両
と
日
い
、
重
さ
は
其
の
文
の
如
し
。
下
幣
と
な

す
」
と
し
た
記
事
に
は
戦
国
後
期
か
ら
統
｝
期
に
か
け
て
の
秦
の
貨
幣
経
済
の
二
段
階
の
変
容
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
〇
巻
二
号
　
二
〇
〇
七
年
三
月

前

口

か
つ
て
は
戦
国
秦
で
は
謡
講
の
慧
智
体
制
の
下
で
抑
七
重
農
政
策
が
推
進
さ
れ
た
の
で
、
商
業
活
動
は
低
調
で
あ
り
、
貨
幣
経
済
は
発
達
せ

ず
、
貨
幣
制
度
も
当
時
の
先
進
諸
国
の
水
準
か
ら
落
後
し
遅
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
う
し
た
認
識
を
一
変
さ
せ
た
の
が
一
九
八
二
年
の
四
川
青
川
県
戦
国
墓
の
発
掘
報
告
で
あ
る
。

そ
の
報
告
書
に
お
い
て
豊
春
王
二
（
前
三

〇
九
）
年
に
公
布
さ
れ
た
田
律
を
記
し
た
木
端
と
と
も
に
七
枚
の
半
両
銭
が
出
土
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
昭
王
元
（
前
　
二
〇
六
）
年
に
副
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葬
さ
れ
た
ら
し
い
こ
の
半
両
蓋
は
文
献
的
に
は
恵
文
王
二
年
に
発
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る
手
銭
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で

　
②

あ
る
。
半
工
銭
は
永
い
問
、
秦
朝
の
統
一
貨
幣
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
、
戦
国
時
代
の
鋳
行
が
実
証
さ
れ
た
こ
と
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
出
来

事
で
あ
っ
た
。

　
実
は
筆
者
も
そ
の
四
年
前
に
発
表
し
た
拙
稿
に
お
い
て
秦
の
半
両
銭
を
ば
い
わ
ゆ
る
統
一
貨
幣
で
は
な
く
戦
国
秦
の
貨
幣
と
す
る
仮
説
を
立

　
　
　
③

て
て
い
た
。
当
時
の
学
界
に
は
、
解
放
後
の
、
秦
の
半
両
銭
の
出
土
が
陳
西
・
四
川
省
な
ど
の
秦
の
故
地
に
限
定
さ
れ
る
事
実
か
ら
、
秦
帝
国

は
統
一
貨
幣
制
度
を
施
行
し
た
も
の
の
、
秦
半
両
は
帝
国
の
銅
の
保
有
量
に
比
べ
て
相
対
的
に
銅
の
消
費
量
が
大
き
す
ぎ
、
こ
れ
を
全
国
に
普

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

及
さ
せ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、
換
著
す
れ
ば
秦
は
貨
幣
政
策
に
失
敗
し
た
の
だ
、
と
す
る
説
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
旧
稿
は
そ
れ
を
文
献

的
根
拠
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
司
馬
遷
は
秦
の
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
コ
国
の
幣
を
三
等
と
な
す
。
黄
金
は
溢
を
以
て
名
け
、
上
客
と
な
す
。
銅
銭
は
識
し
て
半
両
と
日
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

重
さ
は
其
の
文
の
如
く
し
、
下
幣
と
な
す
」
と
記
し
、
羅
宇
が
こ
れ
を
補
足
し
て
秦
朝
の
貨
幣
統
一
の
記
事
に
仕
立
て
上
げ
て
い
た
。
旧
稿
は

従
来
、
始
皇
帝
の
貨
幣
統
一
の
こ
と
を
認
め
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
の
『
史
記
』
平
準
書
の
記
事
と
『
漢
書
』
食
貨
志
下
の
記
事
・
記
載
な

ど
を
対
校
・
検
討
し
た
結
果
、
『
漢
書
』
の
記
事
は
机
上
の
作
文
で
あ
り
拠
る
に
た
り
な
い
こ
と
、
『
史
記
』
の
記
事
は
戦
国
時
代
の
秦
国
の
貨

幣
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
秦
は
天
下
統
一
の
後
、
た
だ
ち
に
貨
幣
を
統
一
し
た
の
で
は
な
く
、
始
皇
帝
最
後
の
年
、

す
な
わ
ち
心
霊
三
十
七
（
前
二
一
〇
）
年
に
統
一
貨
幣
制
度
を
公
布
し
た
が
、
普
及
措
置
を
講
ず
る
に
及
ば
ず
し
て
、
王
朝
が
間
も
な
く
亡
ん

だ
の
で
、
こ
の
制
度
は
結
局
、
全
国
に
普
及
し
な
い
ま
ま
送
馬
に
も
ち
こ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
秦
半
群
の
出
土
が
秦
の
故
地
に
偏
在
す
る
の
は

そ
の
事
実
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た
。

　
は
か
ら
ず
も
戦
国
半
両
銭
の
出
土
に
よ
り
、
秦
の
下
面
、
す
な
わ
ち
半
在
銭
の
流
通
の
実
態
は
文
献
批
判
と
出
土
報
告
に
よ
り
明
ら
か
に
な

っ
た
が
、
し
か
し
上
意
、
黄
金
貨
幣
に
つ
い
て
は
旧
稿
で
は
史
料
不
足
お
よ
び
情
報
の
不
備
か
ら
積
極
的
な
発
言
を
控
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

小
考
は
こ
の
空
白
部
分
を
そ
の
後
に
得
た
知
見
な
ど
を
も
と
に
補
足
し
、
戦
国
秦
の
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
の
よ
り
包
括
的
な
所
見
を
提
示
す
る
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も
の
で
あ
る
。

南郡の建設と戦国秦の貨幣制度（稲葉）

①
四
川
省
博
物
館
「
境
川
県
出
土
秦
更
修
田
律
木
腰
i
四
川
青
眼
県
戦
国
墓
発

　
掘
簡
報
1
」
（
『
文
物
』
一
九
八
　
一
年
第
一
期
）
。

②
呉
鎮
峰
門
半
両
銭
及
其
相
関
的
問
題
」
（
『
陳
西
省
考
古
学
会
第
～
届
論
文
集
睡

　
考
古
与
文
物
叢
刊
第
三
号
、
の
ち
『
中
国
銭
幣
論
文
集
暁
中
国
金
融
出
版
社
、
一

　
九
八
五
年
）
。
た
だ
し
秦
更
藍
田
白
木
願
を
出
土
し
た
器
物
の
副
葬
年
代
に
つ
い

　
て
は
異
論
が
あ
り
、
墓
中
に
見
ら
れ
る
銅
鼎
・
銅
壷
・
陶
豆
の
組
み
合
わ
せ
、
戦

　
国
楚
漆
器
、
白
膏
泥
の
使
用
な
ど
は
楚
の
被
遷
民
の
埋
葬
を
裏
付
け
て
お
り
、
こ

　
の
墓
が
郵
都
陥
落
後
、
移
住
さ
せ
ら
れ
た
寒
入
、
楚
国
墨
入
の
墓
で
あ
る
こ
と
は

　
明
ら
か
な
の
で
、
木
腰
・
半
両
建
は
前
二
七
八
年
以
後
、
戦
国
後
期
の
融
葬
で
あ

　
ろ
う
と
す
る
（
問
瀬
鶴
翼
「
秦
帝
国
形
成
過
程
の
一
考
察
－
四
川
省
青
川
戦
国

　
墓
の
検
討
に
よ
る
一
」
欄
史
林
㎞
第
六
七
巻
第
一
号
、
一
九
八
四
年
）
。
こ
れ
に

　
よ
れ
ば
、
埋
葬
の
年
代
認
識
に
三
十
年
以
上
の
開
き
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

　
の
間
に
秦
銭
の
発
行
に
関
す
る
史
書
の
記
載
は
な
い
の
で
、
恵
文
王
二
年
の
半
両

　
銭
発
行
説
を
否
定
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

③
門
秦
始
皇
の
貨
幣
統
一
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
第
三
七
巻
第
一
号
、
～

　
九
七
八
年
）
。

【
　
戦
国
初
期
の
秦
国
の
経
済

④
関
野
雄
「
先
秦
貨
幣
雑
考
」
（
東
京
大
学
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
臨
第
二
七

　
冊
、
一
九
六
二
年
）
、
門
金
餅
考
一
戦
国
・
秦
漢
の
金
貨
に
関
す
る
一
考
察
」

　
（
槻
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
臨
第
五
三
冊
、
一
九
七
一
年
）
。

⑤
『
史
記
』
と
咽
漢
書
睡
の
関
連
記
事
は
以
下
の
ご
と
し
。

　
○
虞
夏
之
幣
、
金
為
三
品
、
或
黄
或
白
繭
赤
。
或
下
血
布
或
刀
或
亀
貝
。
及
至
秦

　
　
中
｝
国
之
幣
為
三
等
、
黄
金
以
響
胴
、
為
上
幣
。
一
銭
累
日
半
両
、
重
如
其
文
、

　
　
為
下
姓
。
而
珠
玉
亀
貝
銀
粉
之
属
為
器
楽
宝
蔵
、
不
為
幣
。
然
各
随
時
而
軽
重

　
　
無
常
。
（
『
史
記
臨
巻
三
〇
平
準
書
）

　
○
秦
兼
天
下
、
幣
為
二
等
。
黄
金
以
溢
為
名
、
上
幣
。
銅
銭
質
如
周
銭
、
文
日
半

　
　
爾
、
重
如
其
文
。
而
珠
玉
亀
貝
銀
錫
繋
属
為
器
飾
宝
蔵
、
不
為
幣
、
然
各
随
時

　
　
而
軽
重
無
常
。
（
『
漢
書
』
巻
二
四
下
食
貨
志
下
）

　
○
恵
文
下
生
十
九
年
而
立
、
立
二
年
、
初
行
銭
。
（
『
史
記
』
巻
六
始
皇
本
紀
）

　
○
恵
文
王
二
（
前
之
三
六
）
年
、
天
子
専
行
銭
。
（
騨
史
記
細
巻
一
五
、
六
国
年

　
　
表
）

　
○
始
皇
三
十
七
（
前
二
一
〇
）
年
、
寺
僧
銭
。
（
六
国
年
表
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
秦
人
は
も
と
雷
族
系
の
狩
猟
牧
畜
の
民
で
あ
り
、
春
秋
期
に
陳
西
中
西
部
に
定
着
し
て
農
耕
に
従
事
す
る
こ
と
に

な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
戦
国
初
期
の
秦
国
の
社
会
経
済
は
中
原
の
諸
国
か
ら
大
幅
に
立
ち
お
く
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
当
時
、
こ
の
国

で
は
国
君
の
擁
立
は
世
族
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
政
治
は
種
族
た
ち
の
持
ち
回
り
で
運
営
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
公
（
君
）
位
も
公
爵
継
承
も
不

安
定
で
あ
っ
た
。
国
君
の
継
承
を
さ
し
あ
た
り
孝
公
の
父
献
公
の
即
位
に
至
る
経
過
か
ら
説
き
起
こ
す
と
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
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懐
公
－
［
響
馨
騨
懸
．
心
文
王
「
武
王
－
十
一
上
議
－
孝
文
王
↓
華
ヨ
政

　
献
身
は
父
懸
章
の
公
子
と
し
て
公
位
を
つ
ぐ
べ
き
地
位
に
あ
っ
た
が
、
霊
公
の
死
後
、
隣
国
魏
よ
り
帰
国
し
た
簡
公
に
位
を
横
取
り
さ
れ
た
。

　
簡
公
は
即
位
す
る
と
、
側
近
を
官
吏
に
登
用
し
、
帯
剣
し
た
吏
に
よ
り
支
配
機
構
を
固
め
、
そ
の
財
政
的
措
置
を
講
ず
る
た
め
に
租
を
徴
収

　
　
　
　
　
　
②

す
る
よ
う
に
な
る
。
『
史
記
隔
六
国
年
表
を
見
る
と
、

　
　
簡
公
轟
ハ
（
前
四
〇
九
）
年
、
初
ム
¶
吏
蜘
宙
剣
。

　
　
簡
公
七
年
、
初
租
禾
。

と
見
え
る
。
初
め
て
租
と
し
て
穀
物
（
粟
）
を
徴
収
、
も
っ
ぱ
ら
地
租
を
基
礎
に
し
て
財
政
を
運
営
し
、
俸
禄
を
実
物
支
給
し
た
模
様
で
あ
る
。

人
民
に
田
地
か
ら
の
収
穫
の
一
部
を
国
に
納
め
さ
せ
、
そ
の
財
政
基
盤
と
し
た
こ
と
自
体
、
一
歩
前
進
し
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
当
時
の
中

原
の
国
際
情
勢
か
ら
み
れ
ば
、
秦
国
の
実
物
経
済
主
体
の
後
進
性
に
は
歴
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
時
、
国
隣
の

魏
国
で
は
、
貨
幣
経
済
の
隆
盛
、
単
家
族
の
普
及
を
背
景
に
、
す
で
に
戸
賦
を
徴
収
し
て
い
た
。
魏
で
は
社
会
的
分
業
は
普
及
し
商
業
活
動
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

盛
ん
で
あ
っ
た
の
で
、
政
府
は
個
々
の
家
庭
の
貨
幣
所
得
を
対
象
に
戸
賦
を
徴
収
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
れ
ば
秦
国
の
経
済
状
況
・
社

会
情
勢
が
国
際
的
に
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
平
角
の
死
後
、
継
ぐ
べ
き
位
を
叔
祖
父
の
馬
韓
に
横
取
り
さ
れ
た
公
子
連
（
献
公
）
は
国
外
に
脱
出
。
魏
国
で
亡
命
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、

亡
命
生
活
三
十
年
、
彼
は
簡
公
・
敬
公
・
恵
公
以
来
の
政
治
に
不
満
を
も
つ
国
人
（
面
長
改
）
ら
の
手
引
き
に
よ
っ
て
（
魏
）
西
河
よ
り
帰
国
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

出
公
を
殺
し
て
即
位
す
る
。
即
位
の
後
は
魏
国
で
の
体
験
を
後
進
国
秦
の
体
質
改
善
に
活
か
す
べ
く
、
先
進
国
魏
を
目
標
に
秦
国
を
大
改
造
し

よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
献
公
が
庶
単
襲
の
手
引
き
に
よ
っ
て
帰
国
し
た
こ
と
は
簡
公
以
後
、
独
自
の
側
近
政
治
体
制
を
と
っ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
世
父
が
勢
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
世
族
の
勢
力
を
お
さ
え
、
そ
れ
に
代
わ
る
体
制
を
形
成
す
る
こ
と
こ
そ
が
主
公
に

求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
さ
れ
ば
、
ま
ず
園
長
体
制
を
変
革
す
る
こ
と
こ
そ
が
倭
国
を
旧
体
制
か
ら
脱
皮
さ
せ
る
道
で
あ
っ
た
。
そ
の
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改
造
の
一
端
が
『
史
記
廓
の
零
細
な
記
録
に
う
か
が
え
る
。

　
　
献
公
立
七
年
、
初
行
為
市
。

　
　
　
　
十
年
、
為
戸
籍
相
伍
。
（
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
）

　
貨
幣
経
済
を
主
体
に
し
た
社
会
経
済
体
制
を
豊
国
に
も
布
く
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
人
民
の
生
活
の
中
に
貨
幣
経
済
を
根
づ
か
せ
、
商
品
交

換
を
促
進
す
る
手
だ
て
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
献
公
七
年
の
市
制
に
関
す
る
記
録
は
そ
う
し
た
商
品
交
換
を
公
認
・
制
度
化
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
あ
っ
た
ろ
う
。
市
場
の
開
設
に
は
警
吏
の
配
備
と
市
税
の
徴
収
が
と
も
な
い
、
貨
幣
の
流
通
が
不
可
欠
の
前
提
と
な
ろ
う
。
献
公
七
年
以
前

に
銅
銭
の
鋳
行
を
想
定
す
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
措
置
は
国
内
外
の
通
商
を
も
活
発
化
さ
せ
る
こ
ど
と
な
っ
た
。

　
　
献
（
公
）
・
孝
公
、
櫟
邑
に
徒
る
や
、
善
導
の
北
、
戎
覆
を
埋
け
、
東
の
か
た
三
晋
に
通
じ
た
れ
ば
、
亦
た
大
頁
多
し
。
（
『
史
記
』
巻
一
一
一
九
貨
殖
列
伝
）

と
て
、
三
里
、
魏
の
ほ
か
、
韓
・
趙
か
ら
も
多
く
の
大
商
人
た
ち
が
往
来
し
、
各
地
の
物
産
を
流
通
さ
せ
、
露
都
記
聞
は
じ
め
古
塁
の
社
会
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

済
を
活
性
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
商
品
交
換
が
進
展
す
る
と
、
人
口
も
次
第
に
市
の
周
辺
に
集
ま
り
、
人
口
移
動
が
従
来
の
集
落
組
織
を
乱
す
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
⑦

う
こ
と
は
見
や
す
い
。
恐
ら
く
献
公
の
側
近
に
は
魏
国
の
社
会
経
済
の
歴
史
に
通
じ
た
実
務
官
僚
が
お
り
、
彼
ら
の
建
言
に
よ
っ
て
献
二
十
年

の
戸
籍
の
整
備
と
隣
保
制
の
制
定
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
戸
籍
の
整
備
が
詩
賦
の
徴
収
と
一
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
代
の
孝
公
初
期
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

変
法
に
お
い
て
分
異
に
従
わ
な
い
も
の
か
ら
竪
琴
を
徴
収
し
た
こ
と
で
証
明
さ
れ
る
。
ま
た
秦
国
に
は
商
鞍
変
法
以
前
に
す
で
に
爵
制
が
布
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
、
官
爵
に
応
じ
て
俸
給
が
貨
幣
で
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
献
公
の
死
後
、
子
息
の
孝
公
が
即
位
。
か
の
賢
者
を
求
め
る
布
令
を
出
し
、
そ
の
布
令
を
見
て
、
譲
国
か
ら
衛
（
商
）
鞍
が
秦
に
入
り
、
寵

臣
景
監
を
介
し
て
孝
公
に
面
会
を
申
し
出
、
孝
公
の
面
前
で
三
度
、
講
義
を
し
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
上
の
献
公
の
帰
国

後
の
体
制
改
革
の
経
過
を
み
て
き
た
今
と
な
っ
て
は
、
孝
公
の
面
前
で
の
講
義
の
話
は
む
し
ろ
漫
画
的
な
作
り
話
に
さ
え
見
え
る
。
た
だ
こ
の

説
話
を
通
し
て
説
話
の
作
者
が
強
調
し
た
か
っ
た
こ
と
は
覇
道
の
実
施
者
商
鞍
の
思
想
の
根
底
に
は
王
道
が
あ
り
、
変
革
の
究
極
は
礼
教
の
追
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求
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
献
公
が
三
門
、
と
く
に
魏
国
を
モ
デ
ル
に
体
制
変
革
に
着
手
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
孝
公
は
そ
の
改
革
路
線
を
継
承
す
べ
く
、
魏
国
の
政
情

に
通
じ
た
人
物
を
登
用
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
商
鞍
に
す
れ
ば
、
す
で
に
レ
ー
ル
は
敷
か
れ
て
い
る
以
上
、
後
は
三
晋
化
・
亡
国
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

上
に
彼
独
自
の
理
想
を
も
り
こ
み
推
進
し
て
い
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
商
鞍
は
秦
国
の
体
制
変
革
の
継
承
者
で
あ
り
完
成
者
と
し

て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
今
日
で
は
晃
福
林
氏
や
吉
本
道
雅
氏
の
テ
キ
ス
ト
批
判
に
よ
っ
て
『
史
記
』
商
君
関
係
の
記
述
内
容
の
矛
盾
・
不
可
魔
性
が
明
ら
か
に
さ
れ

　
　
⑪

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
の
二
君
列
伝
・
秦
本
紀
か
ら
の
引
用
は
最
小
限
度
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
問
題
の
変
法
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
献
公
以
来
の
改
革
路
線
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
に
し
て
も
、
こ
れ
だ
け
の
大
変
革
を
一
度
に
全
面

的
に
断
行
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
や
は
り
段
階
的
に
推
進
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
孝
公
三
年
か
ら
六
年
頃
に
よ
り
基
礎
的
改
革

が
断
行
さ
れ
、
　
定
の
期
間
を
措
い
て
構
造
的
改
造
が
敢
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
孝
公
末
年
ま
で
の
体
制
変
革
の
成
果
を
整
理
す
れ
ば
、

　
　
①
戸
籍
に
基
づ
き
什
千
番
を
布
き
、
隣
保
で
相
互
に
監
視
す
る
体
制
を
と
っ
た
こ
と
、
②
民
戸
で
は
各
戸
男
子
は
一
人
と
し
、
二
男
以
上

　
　
の
同
居
を
禁
じ
、
あ
え
て
二
男
以
上
を
留
め
る
も
の
か
ら
は
倍
賦
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
、
す
な
わ
ち
分
異
を
奨
励
し
た
こ
と
、
③
分

　
　
異
制
の
効
果
と
し
て
、
単
家
族
の
創
出
に
よ
り
徴
税
対
象
の
増
加
、
戸
賦
の
増
加
を
は
か
っ
た
こ
と
、
④
父
子
兄
弟
の
同
室
内
息
を
禁
止

　
　
し
、
令
嬢
に
則
ら
せ
た
こ
と
、
⑤
象
虫
制
に
よ
り
田
地
を
整
理
し
た
こ
と
、
⑥
曲
直
体
制
を
布
き
、
人
民
を
～
律
に
農
艮
化
し
平
時
に
は

　
　
農
耕
、
有
事
に
は
兵
士
と
し
て
徴
発
す
る
こ
と
を
制
度
化
し
た
こ
と
、
⑦
全
人
民
を
一
律
に
武
功
爵
制
に
よ
り
二
十
等
に
秩
序
づ
け
た
こ

　
　
と
、
⑧
度
量
衡
を
統
一
し
標
準
器
を
配
布
し
た
こ
と
、
⑨
集
落
を
整
理
し
て
県
制
を
布
き
、
令
・
丞
を
派
遣
し
て
中
央
集
権
化
し
た
こ
と
、

　
　
⑩
都
を
成
陽
に
定
め
、
翼
閥
、
宮
廷
を
整
備
し
た
こ
と
、

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
史
料
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
官
制
・
官
僚
機
構
の
整
備
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
る
し
、
献
公
・
孝
公
の
改
革
が
世
族
、
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庶
長
と
の
奪
権
闘
争
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
下
鞍
爵
制
が
こ
れ
ら
貴
族
の
特
権
を
廃
止
し
、
軍
功
の
有
無
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
⑫

示
さ
れ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
人
民
を
家
族
単
位
に
ば
ら
ば
ら
に
分
解
し
た
上
、
秦
国
社
会
を
改
め
て
軍
功
継
嗣
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
、
中
国
の
礼
教
に
あ
っ
た

生
活
に
従
わ
せ
、
支
配
機
構
を
整
備
し
て
国
家
と
し
て
の
体
制
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

　
注
目
す
べ
き
は
こ
の
体
制
変
革
を
通
じ
て
西
方
民
族
、
莞
族
系
の
血
を
引
く
秦
人
の
社
会
が
家
族
形
態
か
ら
し
て
徹
底
的
に
改
変
さ
れ
礼
教

化
さ
れ
る
一
方
、
経
済
的
に
は
耕
戦
体
制
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
、
戸
賦
を
徴
収
す
る
な
ど
し
て
財
政
的
基
礎
を
固
め
、
人
民
を
貨
幣
経
済
に

く
み
こ
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
戸
賦
の
徴
収
は
す
で
に
秦
国
の
財
政
が
聖
立
て
で
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
献
公
の
二
十
三
年
、
孝
公
の
二
十
四
年
の
変
革
の
継
続
は
後
進
国
章
を
脱
皮
さ
せ
、
薪
体
制
を
定
着
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
こ
と
は
呉
起
に
よ
る
楚
国
の
体
制
変
革
が
悼
王
の
死
で
中
断
、
失
敗
し
た
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
①
佐
藤
長
「
秦
王
朝
の
系
統
に
つ
い
て
」
（
噌
中
国
古
代
史
論
考
』
朋
友
轡
店
、
二
　
　
八
頁
）
。
商
鞍
変
法
後
は
入
監
の
移
住
は
制
限
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
移
住

　
　
○
○
○
年
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
比
較
的
自
由
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
張
金
光
コ
戸
籍
的
変
動
」
（
『
秦
制

②
楊
寛
「
秦
献
公
的
取
得
政
権
及
其
政
治
改
革
」
（
『
戦
国
史
』
上
海
人
民
出
版
社
、

　
一
九
八
○
年
、
第
四
章
三
）
、
吉
本
道
雅
門
秦
史
研
究
序
説
」
（
『
史
林
』
第
七
八

　
巻
第
三
号
、
一
九
九
五
年
）
。

③
『
漢
書
』
巻
二
四
上
、
食
貨
志
上
。

④
吉
本
道
雅
「
専
権
の
形
成
」
（
『
史
林
』
第
七
八
巻
第
三
号
、
～
九
九
五
年
、
の

　
ち
『
中
国
先
秦
史
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
圏
年
、
第
二
部
第

　
四
節
四
一
一
頁
）
は
庶
長
改
を
世
族
よ
り
低
い
階
履
の
出
身
と
す
る
。

⑤
曲
淵
谷
「
秦
幣
探
索
」
（
『
陳
西
師
範
大
学
学
報
謡
第
二
五
巻
第
一
期
、
一
九
九

　
六
年
）
。

⑥
彰
文
・
震
紅
蕾
「
従
考
古
資
料
看
秦
代
幣
制
改
革
及
其
対
商
品
経
済
的
影
響
」

　
（
『
秦
文
化
論
叢
㎞
築
六
輯
、
一
九
九
八
年
）
。

⑦
楊
寛
『
戦
国
史
』
初
版
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
六
一
年
、
第
五
罪
代
、
九

　
研
究
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
第
一
二
章
三
）
。

⑧
晃
福
林
「
商
議
変
法
史
選
考
」
（
欄
人
文
雑
誌
撫
一
九
九
四
年
第
七
期
）
、
吉
本

　
道
雅
「
商
君
変
法
研
究
序
説
」
（
『
史
林
戯
第
八
三
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

⑨
朱
紹
侯
「
商
鞍
変
法
与
秦
国
早
期
軍
功
管
制
」
（
『
零
陵
学
院
学
報
撫
二
〇
〇
四

　
管
守
五
期
）
。

⑩
三
盛
化
の
具
体
的
な
政
策
の
一
に
隆
碩
制
の
導
入
が
あ
る
。
商
軟
変
法
の
一
つ
、

　
二
四
〇
歩
一
蔵
品
は
も
と
趙
地
に
布
か
れ
て
い
た
田
制
で
あ
り
、
そ
れ
を
商
鞍
が

　
秦
国
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
渡
辺
信
一
郎
「
隆
階
制
論
」
（
『
東

　
洋
史
研
究
』
第
四
三
巻
第
四
号
、
一
九
八
五
年
、
の
ち
欄
中
国
古
代
社
会
論
』
青

　
木
書
店
、
～
九
八
六
年
）
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

⑪
吉
本
道
雅
「
商
君
変
法
研
究
序
説
」
（
前
掲
）
。

⑫
佐
竹
靖
彦
「
春
秋
時
代
か
ら
戦
国
時
代
へ
i
領
域
編
成
の
問
題
…
」
（
『
中
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国
古
代
の
田
制
と
邑
制
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
三
九
四
頁
）
。

二
　
献
公
・
孝
公
・
恵
文
王
期
の
銅
銭

⑬
楊
寛
「
曾
爾
賢
士
起
用
並
肉
実
行
変
法
」
（
『
戦
国
史
』
前
掲
、
第
五
章
三
）
。

　
秦
国
が
独
自
の
銅
銭
、
半
田
銭
（
図
9
）
を
発
行
し
た
恵
文
王
二
年
と
い
え
ば
、
商
軟
の
死
ん
だ
翌
々
（
前
座
三
六
）
年
に
当
た
る
。
恵
文
王

は
商
君
を
殺
し
車
裂
き
の
刑
に
処
し
た
が
、
し
か
し
商
鞍
の
改
革
路
線
は
継
承
し
た
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
半
両
翼
の
発
行
は
商
鞍
改
革
路
線
の

一
環
と
し
て
実
施
し
た
も
の
と
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
一
般
に
は
商
鞍
は
耕
戦
体
制
を
敷
き
、
重
等
等
商
政
策
を
採
っ
て
商
品
交
換
の
発
展
を
抑
え
た
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

両
手
は
半
国
政
府
が
発
行
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
秦
国
が
独
自
の
銅
銭
を
発
行
す
る
ま
で
に
流
通
経
済
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
孝
公
調
商
鞍
時
代
に
は
貨
幣
経
済
は
か
な
り
発
達
し
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
秦
国
で
は
半
両
銭
よ
り
も
素
朴
で
、
し
か
も
様
式
的
に
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
秦
銭
と
よ
ば
れ
る
数
種
類
の
銅
銭
、
た
と
え
ば
半
簑

銭
（
図
5
）
、
一
斗
重
一
両
十
四
銭
（
図
6
）
、
一
二
重
一
両
十
二
銭
（
図
7
）
、
両
鮨
銭
（
図
8
）
な
ど
が
発
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
統
一
貨

幣
の
前
段
階
の
銅
銭
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
り
し
て
い
た
。
し
か
し
半
馬
銭
が
恵
文
王
二
年
の
発
行
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
と
、
そ
れ
ら
の
貨
幣
の
位
置
づ
け
も
当
然
、
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
銅
銭
は
、
献
公
が
帰
国
し
て
体
制
変
革
に
着
手
し
、

露
国
の
制
度
を
導
入
し
て
以
後
、
孝
公
の
時
代
に
か
け
て
試
行
錯
誤
的
に
発
行
さ
れ
た
貨
幣
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
か
で
も
半
簑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
二
文
字
を
刻
む
円
孔
円
銭
は
管
沼
で
流
通
し
て
い
た
円
宮
漏
銭
「
黍
単
一
錆
」
（
図
4
）
と
簑
字
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
が
ら
密
接
な
関
連
を

　
　
　
　
③

想
起
さ
せ
る
。
た
だ
し
揺
字
は
半
両
落
と
共
通
の
、
強
国
独
自
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
献
公
の
国
政
改
革
の
過
程
で
賭
銭
を
模
し
て
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

行
し
た
貨
幣
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
半
展
銭
が
至
公
期
の
鋳
行
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
業
重
～
両
十
二
銭
、
一
二
重
一
両
十
四
銭
な
ど
は
そ
れ
に
続
く
鋳
行
が
想
定
さ
れ
る
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

説
で
は
、
～
言
言
一
両
の
後
に
刻
ま
れ
た
十
二
や
十
四
の
数
字
を
紀
年
と
見
、
孝
公
十
二
年
ま
た
は
十
四
年
を
意
味
す
る
と
す
る
。
し
か
し
紀
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年
は
孝
公
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
献
公
も
在
位
は
二
十
三
年
で
あ
る
か
ら
、
並
製
十
二
年
ま
た
は
十
四
年
と
み
る
こ
と
も
可
能
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

あ
る
。
両
畿
銭
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
む
し
ろ
献
公
十
二
年
ま
た
は
十
四
年
の
鋳
行
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
両
箇
銭
に
つ
い
て
は
婁
孔
円
銭
の
か
た
ち
を
取
り
周
郭
を
も
つ
こ
と
、
半
両
銭
と
と
も
に
出
土
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
孝
公
時
代
の
銀
行
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

半
両
銭
輪
行
前
の
銅
銭
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
両
鐵
の
簿
に
つ
い
て
は
、
錨
の
省
文
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
准
南
子
』
説
山
訓
に
A

　
　
千
金
の
壁
あ
る
も
、
錨
錘
の
艦
諸
な
し
（
高
誘
注
し
て
…
…
六
鉄
を
鐙
と
日
い
、
熱
鉄
を
錘
と
日
う
）
。
（
『
涯
南
子
』
巻
一
六
説
山
嵐
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
あ
り
、
六
鉄
は
錨
で
あ
る
か
ら
、
両
歯
で
十
二
鉄
、
す
な
わ
ち
半
面
と
な
る
。
『
子
君
書
瞭
の
な
か
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
「
銭
」
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
円
銭
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
半
両
銭
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
四
年
に
発
掘
さ
れ
た
四
川
巴
県
の
戦
国
配
賦
葬
墓
、
一
九
七
二
年
発
掘
の
四
川
郵
記
号
光
公
社
の
戦
国
土
坑

⑪墓
か
ら
出
土
し
た
こ
と
が
あ
り
、
あ
る
い
は
半
両
銭
は
戦
国
時
代
の
貨
幣
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
も
た
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
決
定
づ
け
た

の
が
｝
九
八
○
年
の
四
川
幸
川
県
都
家
坪
五
〇
骨
導
の
発
掘
で
あ
る
。
こ
の
墓
か
ら
秦
武
王
二
（
前
一
二
〇
九
）
年
公
布
の
田
律
木
憤
と
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

七
枚
の
半
両
銭
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
恵
文
王
二
年
発
行
の
秦
銭
こ
そ
は
半
両
銭
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
こ
れ
ら
の
銅
銭
の
発
行
を
以
て
秦
の
貨
幣
制
度
は
恵
文
王
の
と
き
に
定
ま
っ
た
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
秦
の

貨
幣
制
度
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
黄
金
と
銅
銭
の
二
本
立
て
で
あ
り
、
銅
銭
は
恵
文
王
期
に
制
定
さ
れ
た
に
し
て
も
、
黄
金
は
ま
だ
い
わ

ゆ
る
上
幣
と
し
て
定
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
黄
金
が
貨
幣
と
し
て
制
度
上
、
定
着
す
る
の
は
秦
が
黄
金
の
産
地
・
流
通
圏
で
あ
る
楚
国
の
一
部
、
そ
れ
も
旧
楚
国
の
中
心
部
を
南
郡
と
し

て
支
配
下
に
入
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
①
王
銃
鐙
「
鋳
銭
権
」
（
『
我
国
古
代
貨
幣
的
起
源
和
発
展
常
日
学
繊
版
社
、
一
九
　
　

『
隠
田
圭
自
選
集
瞼
大
象
出
版
社
、
｝
九
九
四
年
）
は
半
総
山
の
先
行
者
と
さ
れ

　
　
五
七
年
、
第
九
章
、
九
七
頁
）
は
、
恵
文
王
二
年
の
行
瀬
を
、
半
両
銭
と
す
る
認
　
　
　
　
　
る
鋸
盤
一
二
と
類
似
の
古
銭
に
黍
垣
一
針
が
あ
り
、
こ
の
円
銭
は
上
郡
の
属
地
黍

　
　
識
は
も
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
政
府
の
専
心
と
し
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
壇
で
鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
黍
垣
は
当
時
魏
地
に
属
し
た
と
す
る
。

　
②
袋
錫
圭
門
戦
国
貨
幣
考
扁
（
『
北
京
大
学
学
報
匝
一
九
七
八
年
第
二
期
、
の
ち
　

③
㎎
中
国
銭
幣
大
辞
典
（
先
秦
編
）
隔
（
中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
、
金
属
鋳
幣
、
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六
一
五
一
六
頁
）
は
戦
国
中
晩
期
に
軍
国
で
累
日
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

④
王
裕
巽
「
先
秦
半
両
始
昼
時
聞
試
聴
」
（
噸
中
国
銭
幣
騙
一
九
九
一
年
第
三
期
）
、

　
馴
中
国
古
代
鋳
幣
㎞
（
吉
林
大
学
出
版
社
、
｝
九
九
八
年
、
九
五
頁
）
。

⑤
朱
活
㎎
古
銭
新
典
㎞
（
三
秦
出
版
社
、
　
九
九
四
年
、
上
、
九
一
頁
）
、
黄
錫
全

　
「
園
銭
」
（
隅
先
秦
貨
幣
通
論
鰍
紫
禁
城
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
第
六
章
）
。

⑥
銭
文
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
重
一
両
士
二
珠
と
読
む
も
の
が
あ
る
。

　
秦
宝
磯
開
遺
墨
録
㎞
に
蟻
歩
軍
と
と
も
に
重
十
二
朱
（
銭
）
が
出
土
し
た
と
す
る

　
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
基
準
に
す
れ
ば
、
重
一
両
云
々
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ

　
ろ
う
。

　
　
水
出
泰
弘
「
戦
国
秦
の
「
重
一
二
十
二
（
十
四
）
　
一
編
」
銭
に
つ
い
て
1
主

　
と
し
て
睡
虎
地
秦
簡
に
よ
る
一
」
（
中
央
大
学
蝋
ア
ジ
ア
史
研
究
臨
第
七
号
、

　
一
九
八
三
年
）
、
朱
活
門
秦
銭
考
略
」
『
古
銭
新
探
㎞
（
斉
魯
書
置
、
　
九
八
四
年
）
。

⑦
隅
中
国
銭
幣
大
辞
典
（
先
繰
編
）
』
（
同
上
、
金
属
華
魁
、
六
；
貢
）
は
一
九

　
五
五
年
、
四
川
巴
県
の
戦
国
晩
期
墓
か
ら
半
両
銭
と
と
も
に
出
土
し
た
と
す
る
。

⑧
絶
賛
明
古
幣
文
編
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）
＝
西
頁
、
李
如
森
「
圓

　
銭
」
（
『
中
国
古
代
鋳
幣
駈
吉
林
大
学
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
九
六
頁
。

⑨
『
商
君
書
隔
裸
民
第
一
五
に
は
、

　
　
今
臣
之
所
言
、
民
無
　
日
之
孫
、
官
無
数
脳
中
費
、
其
弱
晋
彊
記
、
四
過
三
戦

　
　
之
勝
、
而
王
脳
内
為
不
可
、
則
臣
愚
不
能
知
已
。

　
と
見
え
、
雪
布
第
　
三
に
も
、

　
　
其
智
嚢
而
商
富
。
故
其
食
点
者
銭
重
、
食
朧
雲
農
貧
、
銭
璽
星
野
富
、
末
事
不

　
　
禁
、
則
技
巧
之
人
利
、
而
游
食
者
衆
之
謂
也
。

　
と
あ
る
。

⑩
沈
五
常
・
王
家
祐
「
記
四
川
巴
県
県
下
蠣
出
土
的
古
狸
及
古
貨
幣
」
（
『
考
古
通

　
訊
㎞
　
一
九
五
五
年
下
⊥
ハ
期
）
。

⑪
四
川
省
博
物
館
「
四
瑚
郭
県
紅
光
公
社
出
土
戦
国
銅
器
」
（
『
文
物
幅
～
九
七
六

　
年
第
一
〇
期
）
、
朱
活
「
露
国
圓
銭
」
（
『
古
銭
新
珊
訟
山
東
大
学
出
版
社
、
一
九

　
九
二
年
）
。

⑫
『
史
記
紬
秦
喜
泣
本
紀
に
は
「
恵
文
王
十
九
年
而
立
、
立
二
年
、
初
行
銭
」
と

　
見
え
、
六
国
年
表
の
秦
の
恵
文
王
二
年
の
欄
に
は
「
天
子
兼
行
銭
」
と
あ
る
。

⑬
四
川
省
博
物
館
「
上
川
県
出
土
秦
更
修
理
律
里
離
一
四
川
田
川
県
戦
国
墓
発

　
掘
簡
報
i
」
（
『
文
物
㎞
　
～
九
八
二
年
第
二
期
）
、
呉
鎮
蜂
「
半
二
選
及
其
相
関

　
的
問
題
」
（
前
掲
）
。
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三
　
白
起
の
南
郡
建
設

　
周
知
の
よ
う
に
戦
国
中
期
以
後
の
政
局
は
合
従
と
連
衡
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
展
開
し
、
前
三
世
紀
に
入
る
と
、
次
第
に
二
極
化
の
様
相
を

呈
す
る
に
至
っ
て
い
た
。
前
二
八
八
年
（
秦
官
舎
～
九
年
、
斉
浴
王
三
六
年
置
に
お
け
る
聖
王
と
斉
王
の
西
帝
・
亡
帝
の
悟
称
な
ど
は
、
豊
国
と

斉
国
と
が
国
際
情
勢
の
二
極
化
を
す
す
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
こ
う
し
た
戦
圏
の
政
局
に
決
定
的
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
前
二
八
四
年
、
燕
昭
王
を
盟
主
に
、
楽
毅
を
上
将
軍
と
す
る
秦
・
楚
・
三
晋

の
変
則
的
な
六
力
国
の
同
盟
軍
が
東
方
の
強
国
斉
を
強
襲
、
征
服
、
占
領
し
て
こ
れ
を
郡
県
化
し
た
こ
と
に
あ
る
。
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実
は
こ
の
霊
力
国
同
盟
の
盟
主
、
燕
昭
王
に
は
そ
の
三
十
年
前
、
前
三
一
四
年
、
君
国
の
内
乱
に
乗
じ
て
斉
国
に
侵
略
さ
れ
、
燕
王
噛
お
よ

び
宰
相
子
之
を
殺
さ
れ
国
土
を
占
領
さ
れ
た
上
、
徹
底
的
に
略
奪
さ
れ
た
苦
い
経
験
が
あ
っ
た
。
燕
は
独
立
を
圓
復
し
た
後
、
太
子
平
が
即
位

し
て
昭
王
と
な
り
、
か
の
郭
話
ら
を
用
い
て
国
の
復
興
を
謀
り
、
鷺
烏
へ
の
報
復
の
機
会
を
狙
っ
て
い
た
。
あ
た
か
も
斉
が
前
二
八
六
年
、
西

南
隣
の
譲
国
宋
を
滅
ぼ
し
て
、
軍
事
力
と
国
力
、
民
力
に
多
大
の
消
耗
を
し
た
の
を
知
る
と
、
そ
の
機
会
を
と
ら
え
て
急
遽
、
同
盟
軍
を
結
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
、
三
十
年
来
の
宿
願
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
六
力
国
は
、
心
高
制
圧
後
は
同
盟
を
解
い
て
も
と
の
対
立
・
抗
争
関
係
に
も
ど
っ
た
が
、
独
り
燕
軍
の
み
は
五
年
間
に
わ
た
り
斉
国
の
占
領

を
続
け
た
。
そ
し
て
燕
昭
王
の
死
、
恵
王
に
よ
る
楽
器
の
上
将
軍
解
任
を
機
に
斉
圏
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
高
揚
。
田
単
の
燕
軍
駆
逐
に
よ
り
斉

　
　
　
　
　
　
　
　
②

国
は
独
立
を
回
復
す
る
。
し
か
し
独
立
は
回
復
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
斉
国
は
昔
日
の
国
勢
・
国
威
を
取
り
戻
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
か
く
て
斉
が
没
落
し
た
結
果
、
秦
と
比
肩
し
う
る
国
は
南
方
の
楚
国
の
み
と
な
っ
た
。
帝
国
が
独
立
を
回
復
し
た
前
二
七
九
年
、
秦
は
前
年

ま
で
諸
国
の
攻
略
に
当
た
っ
て
い
た
白
歯
を
ば
、
趙
と
講
和
さ
せ
た
上
で
呼
び
戻
し
、
一
転
し
て
南
方
、
楚
国
の
攻
略
に
向
か
わ
せ
た
。
秦
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

前
年
、
司
馬
錯
に
水
軍
を
率
い
て
楚
国
を
西
方
、
長
江
上
流
か
ら
攻
撃
さ
せ
て
い
た
が
、
こ
の
年
、
突
如
、
北
方
か
ら
攻
撃
を
加
え
た
の
で
あ

る
。
白
起
の
率
い
る
秦
の
大
軍
は
帯
水
上
流
か
ら
楚
国
内
に
攻
め
込
み
、
副
都
の
郡
（
湖
北
導
電
）
を
水
攻
め
に
し
て
楚
国
の
数
十
万
の
大
軍

を
滅
ぼ
し
た
。
『
水
経
注
』
河
水
の
条
に
は
、

　
　
昔
、
白
起
、
楚
を
攻
め
、
西
山
の
長
谷
水
を
引
き
、
（
中
略
）
水
、
城
西
よ
り
城
東
に
灌
ぎ
、
入
注
し
て
淵
と
為
す
。
今
の
炭
庫
破
、
是
な
り
。
水
、
城
の

　
　
東
北
角
を
潰
り
、
百
姓
の
水
流
に
随
い
城
東
に
死
す
る
者
数
十
万
な
れ
ば
、
城
東
皆
な
臭
し
。
因
て
其
の
阪
を
名
け
て
臭
池
と
為
す
。
後
入
、
其
の
渠
流

　
　
に
因
り
て
以
て
阪
田
を
結
ぶ
。
（
『
水
経
注
瓢
巻
二
八
汚
水
「
夷
水
石
東
注
子
等
」
）

と
見
え
る
。
西
山
の
長
谷
水
は
い
わ
ゆ
る
活
水
。
「
後
人
二
世
渠
流
、
以
結
阪
田
」
と
あ
る
の
か
ら
す
る
と
、
白
起
は
郡
の
西
に
渠
、
す
な
わ

ち
水
路
を
築
き
、
宙
水
（
西
山
長
谷
水
）
の
水
を
引
い
て
鄭
城
に
注
ぎ
込
み
、
城
内
を
水
没
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
秦
軍
が
郡
の
城
壁

を
包
囲
し
て
楚
軍
数
十
万
を
封
じ
こ
め
、
城
中
に
閉
じ
こ
め
た
ま
ま
水
攻
め
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
城
内
に
注
が
れ
た
積
水
は
城
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キ
ロ

の
東
北
角
を
破
り
、
数
十
万
の
死
骸
も
ろ
と
も
城
東
に
奔
流
し
て
臭
墨
を
造
っ
た
と
あ
る
。
今
日
、
皇
城
東
南
七
・
五
粁
に
残
高
二
米
～
四
米
、

東
面
二
〇
〇
〇
米
、
南
面
一
五
〇
〇
米
、
西
面
一
八
四
〇
米
、
北
面
一
〇
八
○
米
の
、
ほ
ぼ
長
方
形
の
城
垣
が
あ
り
、
郡
城
趾
に
あ
て
ら
れ
て

　
④

い
る
。

　
つ
い
で
自
慢
は
翌
、
前
二
七
八
年
に
は
郡
城
か
ら
陸
路
を
南
下
し
て
、
前
年
大
軍
を
失
っ
た
楚
軍
を
圧
倒
し
、
都
の
郵
（
江
陵
）
を
占
領
、

楚
王
の
祖
廟
を
焼
き
払
い
、
夷
陵
、
す
な
わ
ち
先
王
の
陵
墓
を
破
壊
し
、
東
は
寛
陵
（
湖
北
乗
馬
）
、
南
は
洞
庭
湖
周
辺
の
地
を
占
領
し
、
湖
北

省
西
部
と
湖
南
省
北
部
に
い
た
る
地
域
に
南
郡
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
翌
、
前
二
七
七
年
中
は
回
数
守
張
若
の
率
い
る
凝
固
～
万
艘
の
大
船
団
が
長
江
を
下
っ
て
巫
郡
・
贈
中
郡
を
占
領
、
南
郡
の
西
に
隣

接
す
る
地
域
を
も
秦
の
領
有
と
し
た
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
秦
本
紀
の
昭
王
三
十
年
の
条
は
、

　
　
（
昭
王
）
三
十
年
、
蜀
守
（
張
）
若
、
楚
を
伐
ち
巫
郡
を
取
り
、
及
び
江
南
に
欝
中
郡
を
為
る
。
（
『
史
墨
壷
秦
本
紀
）

と
し
、
『
華
陽
国
志
』
は
、

　
　
（
周
正
鵠
）
七
年
、
司
馬
錯
、
巴
蜀
衆
十
万
を
率
い
、
大
裁
船
瀬
艘
、
米
六
百
万
鱗
も
て
江
に
浮
び
て
楚
を
伐
ち
、
商
於
の
地
を
取
り
購
中
郡
と
為
す
。

　
　
（
『
華
陽
国
志
賑
巻
三
蜀
志
）

と
い
う
。
『
華
言
書
志
』
の
紀
年
に
混
乱
が
あ
り
、
両
記
述
に
大
船
団
の
統
率
者
を
あ
る
い
は
張
若
あ
る
い
は
司
馬
錯
と
す
る
違
い
が
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

古
代
史
家
毛
脚
氏
は
張
若
を
採
り
、
周
報
王
七
年
を
前
二
七
七
年
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
購
中
郡
に
は
銅
鉱
が
多
く
か
つ
産
金
地
で
も
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
ら
、
こ
こ
を
支
配
下
に
収
め
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

　
か
く
て
都
の
郵
を
ふ
く
む
、
国
の
心
臓
部
を
占
領
さ
れ
て
南
郡
を
設
置
さ
れ
、
か
つ
そ
の
西
隣
の
巫
郡
・
贈
中
郡
を
も
失
っ
た
報
国
は
一
挙

に
弱
小
国
に
転
落
し
、
以
後
は
秦
の
侵
攻
を
避
け
て
都
を
転
々
と
移
す
不
安
定
な
国
家
に
落
ち
ぶ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
白
起
は
楚
を
攻
略
し
て
郡
や
郡
を
占
領
す
る
と
、
そ
こ
に
罪
人
や
秦
民
、
三
晋
の
占
領
地
の
住
民
を
移
住
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
県
を
充
た
し

た
り
、
新
県
に
充
当
し
た
。
そ
の
こ
と
は
近
年
発
掘
さ
れ
た
戦
国
末
期
墓
・
秦
墓
の
重
葬
の
様
子
（
長
方
形
土
・
竪
穴
・
無
墓
道
・
薄
葬
）
や
出
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南郡の建設と戦国秦の貨幣制度（稲葉）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

土
物
が
証
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
新
領
土
を
獲
得
し
た
治
国
は
そ
こ
に
直
ち
に
安
定
し
た
支
配
を
確
立
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
属
領
地
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
騒
擾
・
反
乱
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
社
会
不
安
が
つ
づ
い
た
。
秦
王
政
の
時
代
に
な
っ
て
も
政
情
不
安
の
続
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
南
郡
の
置
か
れ
た
土
地
は
楚
国
の
政
治
の
中
心
地
で
あ
る
と
同
時
に
経
済
の
中
心
地
で
も
あ
っ
た
。
漏
壷
の
都
郵
の
繁
華
は
と
く

に
有
名
で
あ
り
、
当
時
の
山
東
、
斉
国
の
都
臨
溜
と
な
ら
ぶ
繁
栄
ぶ
り
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
桓
課
の
新
論
に
田
く
、
楚
の
郵
都
、
車
は
穀
を
掛
け
、
民
は
肩
を
摩
し
、
市
路
に
相
交
る
。
号
し
て
朝
に
衣
、
新
た
な
る
も
、
暮
に
は
衣
、
鈍
る
と
為
す
、

　
　
と
。
（
『
太
平
御
覧
嚇
巻
七
七
六
車
部
五
毅
）

と
。
か
の
亜
麻
の
市
街
で
は
行
き
交
う
車
が
鍛
を
引
っ
か
け
あ
い
、
行
き
交
う
人
の
訣
が
連
な
っ
て
幕
状
に
な
り
、
人
々
の
汗
が
雨
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
⑩

降
る
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
楚
都
道
で
は
朝
に
お
ろ
し
立
て
の
服
を
着
て
出
か
け
て
も
、
暮
れ
に
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
状
態
で
帰
っ
て
く
る
と
い
い
、

郵
都
市
街
の
雑
踏
の
す
さ
ま
じ
さ
を
印
象
づ
け
る
。
『
漢
書
』
巻
二
八
地
理
志
下
の
風
俗
報
告
を
見
る
と
、

　
　
楚
に
江
・
漢
、
川
沢
山
林
の
饒
あ
り
。
（
中
略
）
江
陵
は
故
の
郵
都
に
し
て
、
酉
は
巫
・
巴
に
通
じ
、
東
に
雲
夢
の
饒
あ
り
、
亦
た
一
都
会
な
り
。
（
『
漢

　
　
書
』
巻
二
八
地
理
志
下
）

と
あ
り
、
郵
都
は
上
流
の
巴
・
蜀
か
ら
長
江
の
水
運
で
運
ば
れ
て
き
た
物
資
、
西
北
方
の
簾
中
あ
る
い
は
北
方
の
河
爾
よ
り
漢
水
を
爾
下
し
郡

（
宜
城
）
を
へ
て
運
搬
さ
れ
て
き
た
商
品
、
東
方
に
広
が
る
雲
夢
沢
か
ら
の
物
産
、
さ
ら
に
は
旱
水
を
北
上
し
て
き
た
商
品
の
集
散
地
で
あ
り
、

ま
さ
し
く
楚
地
の
一
都
会
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
市
場
の
繁
昌
ぶ
り
も
さ
て
こ
そ
と
思
わ
れ
る
。

　
一
体
、
楚
国
で
は
す
で
に
春
秋
中
期
に
は
政
府
が
鋳
銭
権
を
に
ぎ
り
銅
銭
の
軽
重
を
操
作
し
た
だ
け
で
な
く
、
金
貨
・
銀
貨
を
も
鋳
屯
し
て

商
品
交
換
の
便
宜
を
は
か
る
一
方
、
商
人
を
優
遇
し
、
商
業
活
動
に
制
約
を
加
え
な
か
っ
た
の
で
商
工
業
が
栄
え
た
。
各
地
・
各
国
か
ら
原
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

料
が
運
び
込
ま
れ
、
富
国
か
ら
は
加
工
製
品
が
輸
出
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
と
く
に
当
時
、
中
原
の
黄
河
流
域
の
国
々
で
は
き
わ
め
て
貴
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
っ
た
黄
金
が
こ
こ
で
は
日
常
的
に
通
貨
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
地
方
が
春
秋
・
戦
国
期
か
ら
漢
代
に
か
け
て
黄
金
の
産
地
で
あ
り
流
通
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
『
管
子
』
や
『
韓
非
子
』
、
『
粗
面
論
』
の
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⑬

記
述
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
解
放
後
、
出
土
し
た
金
幣
、
す
な
わ
ち
金
餅
と
金
版
が
蓄
積
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
金
幣
の
主
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

流
通
圏
で
あ
っ
た
こ
と
、
産
金
地
は
長
江
の
南
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
今
日
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
か
く
て
秦
は
、
南
郡
を
置
き
楚
国
の
中
心
部
を
領
有
し
た
結
果
、
金
幣
の
流
通
圏
に
ど
っ
ぶ
り
浸
か
り
、
金
幣
の
市
場
に
組
み
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
秦
国
が
金
幣
を
貨
幣
制
度
に
取
り
込
み
、
上
下
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
は
南
郡
の
建
設
か
ら
遠
く
な
い
時
期
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ラ
ム

う
。
た
だ
し
公
国
で
は
金
器
の
ほ
か
に
銀
布
（
図
2
4
）
の
流
れ
を
く
む
銅
布
、
す
な
わ
ち
重
量
三
〇
⊥
二
七
瓦
の
大
布
（
図
2
5
）
と
八
・
五
瓦

前
後
の
小
布
（
図
2
6
・
2
7
）
お
よ
び
銅
貝
の
後
継
者
、
腰
瓦
前
後
の
有
文
平
貝
、
い
わ
ゆ
る
蟻
壁
銭
（
図
2
8
・
2
9
）
が
あ
り
、
併
用
さ
れ
広
汎
に

　
　
　
　
　
　
　
⑰

使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
秦
圏
で
は
貨
幣
経
済
が
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で
な
か
っ
た
た
め
か
、
二
種
類
の
貨
幣
で
十
分
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

銅
銭
と
し
て
は
半
両
銭
が
す
で
に
定
着
し
て
お
り
、
ほ
か
に
金
冠
だ
け
を
採
り
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
里
国
で
金
幣
と
半
両
説
の
二
本
立
て
の
貨
幣
制
度
が
施
行
さ
れ
、
や
が
て
漢
帝
国
の
統
一
貨
幣
毎
度
に
継
承
さ
れ
る
歴
史
的
経
緯
は
上
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
る
。

①
『
史
記
益
巻
三
四
燕
世
家
お
よ
び
巻
八
○
楽
毅
列
伝
。

②
『
史
記
暁
巻
八
二
田
単
列
伝
。

③
『
史
記
』
秦
本
紀
の
秦
山
王
二
十
七
年
の
条
を
見
る
と
、

　
　
又
使
司
馬
錯
発
隔
西
、
因
蜀
攻
二
面
中
抜
之
。

　
と
み
え
る
。

④
高
介
華
・
劉
玉
堂
「
楚
国
別
都
」
（
『
楚
国
的
城
市
与
建
築
睡
湖
北
教
育
出
版
社
、

　
一
九
九
⊥
曲
目
ヰ
、
第
m
四
章
・
）
。

⑤
　
揚
寛
『
戦
国
史
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
O
年
）
三
五
三
頁
注
③
②
参

　
照
。

⑥
趙
嫡
清
「
楚
、
秦
購
申
郡
略
論
－
兼
論
屈
原
之
卒
年
l
l
」
（
噸
中
国
歴
史
地

　
理
砥
醐
叢
輪
一
一
〇
〇
六
μ
藩
主
瓢
二
雌
川
）
。

⑦
咽
史
記
』
秦
本
紀
昭
王
二
十
八
年
の
条
に
は
、

　
　
大
良
造
白
起
品
位
、
取
郡
鄭
。
赦
罪
人
血
之
。

　
と
見
え
る
。

⑧
間
瀬
収
芳
「
秦
帝
国
形
成
過
程
の
　
考
察
扁
（
前
掲
）
、
壷
振
裕
門
試
論
湖
北
地

　
区
秦
墓
年
代
分
期
」
（
『
江
漢
考
古
睡
一
九
九
一
年
第
二
期
）
お
よ
び
黄
尚
明
「
湖

　
北
嚢
奨
市
区
附
近
的
秦
移
民
遺
存
探
討
」
（
門
考
古
与
文
物
睦
二
〇
〇
六
年
第
一

　
期
）
な
ど
参
照
。

⑨
　
饒
宗
願
「
出
土
資
料
か
ら
見
た
秦
代
の
文
学
」
（
『
東
方
学
触
第
五
四
輯
、
～
九

　
七
七
年
）
、
拙
稿
「
秦
始
皇
の
巡
狩
と
刻
石
」
（
凹
書
論
』
第
二
五
号
、
一
九
八
九

　
年
）
。

⑩
噌
史
記
一
巻
六
九
蘇
秦
列
伝
に
は
、

　
　
臨
萬
甚
冨
而
実
一
其
民
無
不
吹
竿
鼓
慧
、
弾
琴
撃
筑
、
闘
難
走
狗
、
六
博
錫
鞠

　
　
者
。
臨
蕾
之
塗
、
車
山
撃
、
人
肩
摩
、
連
二
成
帷
、
文
挟
四
聖
、
揮
汗
成
雨
、
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家
記
入
足
、
管
長
気
揚
。

　
と
見
え
る
。

⑪
郭
仁
成
「
楚
国
商
業
初
探
」
（
『
江
漢
論
壇
触
一
九
八
四
年
第
五
期
）
お
よ
び
劉

　
玉
堂
「
下
国
商
人
社
会
地
位
散
論
」
（
『
江
漢
論
壇
』
　
一
九
九
四
年
第
九
期
）
。

⑫
黄
金
貨
幣
が
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
は
郭
建
邦
「
河
南
嚢

　
城
出
土
一
批
古
代
金
敵
澱
（
槻
文
物
輪
　
一
九
八
九
年
第
一
○
期
）
で
あ
る
。
さ
ま
ざ

　
ま
な
形
の
馬
蹄
金
を
は
じ
め
、
分
割
し
て
使
用
す
べ
く
切
り
目
を
入
れ
た
金
版
、

　
方
印
二
分
の
一
個
分
に
分
割
さ
れ
た
金
版
、
同
じ
く
そ
の
～
個
分
、
　
　
個
分
、
あ

　
る
い
は
方
印
一
三
個
を
捺
し
た
半
円
形
の
も
の
（
金
餅
？
）
ま
で
、
当
時
の
使
用

　
状
況
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
状
を
見
れ
ば
、
個
体
と
し
て
、

　
あ
る
い
は
秤
量
貨
幣
と
し
て
金
隠
が
使
用
さ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
れ
ら

　
金
幣
を
収
蔵
し
て
い
た
陶
罐
の
出
土
状
況
か
ら
し
て
戦
国
晩
期
の
埋
蔵
が
推
測
さ

　
れ
て
お
り
、
馬
蹄
金
の
鋳
行
を
、
関
脇
帝
以
後
で
は
な
く
、
戦
国
期
と
す
る
黄
盛

　
璋
の
分
析
結
果
（
本
節
注
⑯
お
よ
び
次
節
注
⑥
）
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
彰
信
威
噸
中
国
貨
幣
史
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
　
一
九
六
五
年
、
六
七

　
頁
）
を
は
じ
め
と
し
て
張
維
持
・
胡
蜂
曼
「
試
論
金
版
与
金
餅
盤
幾
個
問
題
」

　
（
噸
文
物
』
一
九
八
五
年
第
｝
二
期
）
な
ど
、
貨
幣
学
者
の
中
に
は
こ
れ
ら
黄
金

　
を
貨
幣
と
み
な
す
こ
と
に
異
議
を
と
な
え
る
者
が
い
る
が
、
子
中
航
・
賀
伝
券

　
「
戦
国
金
幣
小
議
」
（
『
中
国
銭
幣
軸
一
九
九
九
年
第
二
期
）
は
価
値
尺
度
と
支
払

　
手
段
の
両
機
能
を
備
え
て
い
る
点
を
あ
げ
て
論
駁
し
て
い
る
。

⑬
春
秋
戦
国
期
に
関
し
て
は
『
管
子
』
軽
重
乙
に
揆
度
の
語
と
し
て
職
金
出
於
汝

　
漢
置
銭
衛
」
と
見
え
、
戦
国
末
に
は
嚇
韓
非
子
㎞
巻
九
内
儲
堂
上
に
「
荊
南
之
地
、

　
麗
水
之
中
生
金
、
人
煙
窃
義
金
。
采
金
之
禁
、
得
而
諏
幽
思
礫
於
市
、
甚
衆
」
と

　
あ
り
、
荊
南
の
産
金
地
で
は
禁
を
や
ぶ
っ
て
采
金
す
る
者
の
多
か
っ
た
こ
と
に
ふ

　
れ
て
い
る
。
漢
代
に
入
っ
て
も
明
塩
鉄
論
㎞
力
耕
第
一
一
に
「
汝
手
詰
金
一
の
語
が

　
あ
り
、
こ
の
地
が
産
金
地
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑭
安
志
敏
門
金
版
与
金
餅
一
楚
漢
金
離
群
論
空
拝
問
題
一
」
（
『
考
古
学
報
輪

　
一
九
七
三
年
第
二
期
）
、
趙
徳
馨
「
楚
国
金
幣
流
通
地
域
的
考
察
」
（
哩
江
漢
考

　
古
㎞
｝
九
八
五
年
第
三
期
）
。

⑮
若
盛
馨
「
楚
国
金
属
貨
幣
的
幣
財
」
（
『
江
漢
論
壇
』
一
九
八
四
年
第
二
期
）
。

　
長
沙
簡
績
博
物
館
館
長
宋
少
華
氏
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
長
沙
の
南
、
梛
に
産
金

　
地
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

⑯
こ
の
銀
鈴
に
つ
い
て
郷
本
性
・
郷
万
章
門
河
南
扶
溝
古
城
村
出
土
楚
金
銀
幣
」

　
（
『
文
物
舗
～
九
八
○
年
第
一
〇
期
）
は
｝
八
枚
の
鐘
形
の
銀
幣
が
金
版
と
と
も

　
に
出
土
し
た
こ
と
か
ら
島
国
の
貨
幣
と
し
た
が
、
そ
の
後
、
識
量
璋
「
肝
胎
出
土

　
銅
器
金
器
及
相
関
問
題
考
弁
」
（
『
文
物
隔
　
一
九
八
四
年
第
一
〇
期
）
な
ど
に
よ
り

　
楚
国
の
も
の
で
は
な
く
三
遷
の
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
金
版
と

　
出
土
し
た
こ
と
か
ら
田
地
の
貨
幣
と
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
銅
布

　
（
旅
繊
雲
翫
な
ど
）
は
こ
の
銀
幣
の
流
れ
を
く
む
貨
幣
と
考
え
ら
れ
る
。
察
運
章

　
「
楚
国
銀
試
着
探
」
（
咽
楚
文
化
研
究
論
文
集
』
中
州
洋
画
社
、
～
九
八
三
年
）
、

　
趙
徳
馨
「
銀
幣
」
（
馬
首
国
的
貨
幣
』
湖
北
教
育
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
第
六

　
章
）
参
照
。

⑰
王
統
鐙
「
島
国
的
貨
幣
一
愛
金
・
蟻
鼻
銭
一
」
（
『
我
国
古
代
貨
幣
的
起
源

　
和
発
展
』
前
掲
、
第
八
章
）
、
李
家
浩
「
試
論
戦
国
時
期
楚
国
的
貨
幣
」
（
『
考

　
古
㎞
一
九
七
三
年
第
三
期
）
、
黄
昏
全
門
歯
幣
新
探
扁
（
隅
中
国
銭
幣
騙
～
九
九
四

　
年
第
二
期
、
の
ち
明
先
秦
貨
幣
研
究
齢
中
華
書
誌
、
二
〇
〇
一
年
）
。
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か
つ
て
筆
者
は
拙
稿
（
前
掲
）
に
お
い
て
一
般
に
秦
の
貨
幣
統
一
の
こ
と
を
述
べ
た
と
さ
れ
る
『
史
記
』
平
準
書
の
末
尾
の
記
事
、
す
な

わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
及
至
睡
中
｝
国
之
幣
為
二
等
、
黄
金
以
鍮
名
、
為
上
幣
、
銅
銭
識
日
半
面
、
重
如
其
文
、
為
下
燃
。
而
珠
玉
亀
貝
下
話
黒
酒
、
為
器
飾
宝
蔵
、
不
為
幣
。

　
　
然
各
随
時
而
軽
重
無
常
。

な
る
記
述
を
ば
、
翌
朝
の
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
国
秦
の
貨
幣
制
度
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

は
第
一
に
は
冒
頭
の
句
を
一
般
に
「
秦
に
至
る
に
及
ん
で
は
、
一
国
の
幣
を
中
か
ち
て
三
（
～
～
）
等
と
な
す
」
と
読
む
こ
と
の
無
理
な
こ
と
と

統
～
帝
圏
の
制
度
を
論
じ
る
の
に
一
国
と
い
う
表
現
は
相
応
し
く
な
い
と
考
え
た
こ
と
、
第
二
に
は
秦
朝
の
度
量
衡
制
度
の
体
系
に
は
鐙
は
な

く
、
石
・
斤
・
両
・
鉄
で
あ
り
、
統
一
度
量
衡
制
に
な
い
鑑
を
用
い
た
記
録
は
秦
野
の
制
度
の
記
述
と
し
て
受
け
容
れ
が
た
い
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

司
馬
遷
が
秦
国
時
代
の
貨
幣
に
関
す
る
記
録
を
秘
府
か
ら
探
し
出
し
て
平
準
書
の
末
尾
に
付
け
加
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
記
事
は
か
り
に
戦
国
秦
の
貨
幣
制
度
の
こ
と
に
ふ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
、
一
体
、
戦
圏
の
ど
の
時
点
の
記
録
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
の
問
題
の
鍵
は
重
量
単
位
の
鐙
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
～
般
に
古
代
中
国
（
秦
漢
）
の
重
量
単
位
の
体
系
は
一
鉄
・
（
二
四

鉄
）
一
両
・
（
～
六
両
）
　
斤
で
あ
り
、
鐙
は
黄
金
の
重
量
名
称
と
さ
れ
一
夕
は
二
四
両
（
ま
た
は
二
〇
両
）
と
さ
れ
る
。
か
り
に
一
鑑
が
二
四
両

と
す
れ
ば
三
八
四
瓦
と
な
り
、
一
説
に
い
う
一
鑑
二
〇
両
な
ら
ば
三
二
〇
瓦
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
解
放
後
、
中
国
で
出
土
し
集
積
さ
れ
て

き
た
黄
金
貨
幣
、
金
餅
の
重
量
は
平
均
し
て
二
四
〇
瓦
か
ら
二
六
〇
瓦
の
範
囲
内
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
が
平
準
書
に
い
う
「
黄
金
は
鑑
を

以
て
名
づ
く
」
と
い
う
文
言
に
合
わ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
平
準
書
の
記
述
に
錯
誤
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
戦
国
楚
の
度
量
衡
制
で
あ
る
。
こ
の
楚
国
の
度
量
衡
制
に
関
し
て
は
最
近
、
黄
錫
全
「
試
直
門
国

黄
金
貨
幣
称
量
単
位
“
半
鐙
”
」
が
重
要
な
発
言
を
し
て
い
る
。
黄
氏
は
出
土
し
た
楚
の
砿
礪
の
分
銅
の
一
つ
に
刻
ま
れ
た
難
読
の
二
文
字
を
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「
問
鑑
」
と
読
み
、
こ
れ
が
「
半
鐙
」
を
意
味
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
『
今
山
楚
簡
輪
を
精
査
し
て
黄
金
の
重
量
の
記
録
に

「
斤
」
字
が
見
え
な
い
事
実
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
偶
然
の
現
象
で
は
な
く
、
楚
国
の
度
量
衡
が
鍮
・
区
制
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
し
て
楚
国
の
硅
礪
で
は
一
匹
は
○
・
六
九
瓦
、
一
両
は
一
五
・
五
瓦
、
一
鐙
は
二
五
一
・
三
瓦
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
黄
金
貨
幣
に
関
す
る
報
告
で
は
、
彫
工
領
域
か
ら
出
土
す
る
金
餅
が
二
五
〇
瓦
か
ら
二
六
〇
瓦
前
後
で
あ
る
の
を
す
べ
て
一
斤
と
評
価

し
て
き
た
が
、
鴬
遷
の
い
う
よ
う
に
一
階
が
二
五
　
・
三
雲
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
金
餅
も
す
べ
て
一
階
と
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
ち
な
み
に
秦
銅
権
八
四
件
の
実
測
平
均
値
か
ら
得
ら
れ
た
秦
の
衡
制
は

　
　
一
斤
碧
…
六
両
1
1
二
五
〇
瓦
／
一
両
陪
二
四
朱
1
1
｝
五
・
相
碁
／
｝
朱
1
1
0
・
六
五
瓦

　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
一
斤
縫
二
五
〇
瓦
と
一
鑑
U
二
五
一
・
三
三
と
に
は
一
・
三
瓦
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
当
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
金
貨
の
秤
量
の
実
際
か
ら
し
て
斤
と
鑑
と
の
誤
差
は
殆
ど
無
視
で
き
る
範
囲
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
と
す
れ
ば
平
準
書
に
「
黄
金
は
鑑
を

以
て
名
づ
け
、
銅
銭
は
半
両
と
識
す
」
と
い
う
の
は
正
に
楚
国
の
黄
金
の
計
量
単
位
と
秦
の
銅
銭
の
名
と
を
併
せ
記
録
し
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
認
識
を
も
と
に
上
の
平
準
書
の
記
事
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
楚
圏
の
黄
金
に
関
す
る
度
量
衡
が
秦
国
で
流
用
さ
れ
て

い
た
時
代
の
記
事
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
歴
史
的
に
見
て
、
そ
れ
が
現
実
に
起
こ
り
得
た
時
期
は
書
起
が
南
郡
を
建
設
し
、
こ
こ

を
政
治
経
済
の
基
地
に
し
た
時
期
を
措
い
て
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
当
時
の
黄
金
の
流
通
形
態
に
つ
い
て
は
、
重
さ
一
鑑
（
｛
孟
一
・
三
葉
）
の
、
雲
形
に
鋳
成
さ
れ
た
金
塊
（
金
餅
）
（
図
2
0
）
ま
た
は
馬
蹄
形
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

成
形
さ
れ
た
金
塊
（
馬
蹄
金
）
（
図
1
8
・
！
9
）
と
約
一
糎
四
方
の
枠
の
中
に
右
左
横
並
び
に
郵
霜
ま
た
は
陳
韓
な
ど
の
文
字
を
刻
印
（
一
捻
当
た
り

約
一
両
、
～
六
瓦
）
し
た
金
の
薄
い
延
べ
板
（
金
版
）
（
図
2
1
・
2
2
）
、
す
な
わ
ち
一
壷
の
金
塊
と
一
両
の
刻
印
を
も
つ
金
の
延
べ
板
に
分
か
れ
る

が
、
前
者
は
個
体
で
、
後
者
は
必
要
に
応
じ
て
切
り
取
ら
れ
る
秤
量
貨
幣
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
金
餅
の
な
か
に
は
裁

断
さ
れ
た
も
の
や
皿
部
切
り
取
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
金
餅
も
秤
量
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
平
準
書
に
は
「
黄
金

は
鑑
を
以
て
名
づ
け
、
上
幣
と
す
」
と
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
楚
国
で
の
黄
金
貨
幣
の
流
通
の
実
態
か
ら
し
て
、
秦
国
で
も
秤
量
貨
幣
、
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金
版
の
使
用
も
認
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
秦
都
山
陽
で
出
土
し
た
金
餅
の
中
に
金
版
の
印
（
陳
鉾
）
が
捺
さ
れ
た
も
の
（
図
2
3
）
の
あ

る
こ
と
は
そ
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
戦
国
秦
で
は
、
恵
文
王
二
（
第
三
三
六
）
年
に
半
両
銭
が
銅
銭
と
し
て
発
行
さ
れ
、
そ
の
六
十
年
後
に
は
金
幣

が
上
幣
と
し
て
加
え
ら
れ
、
前
二
七
〇
年
代
以
後
、
半
両
銭
と
金
幣
の
二
本
立
て
の
貨
幣
制
度
が
実
施
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
銅
銭
と
金
幣
の
価
値
関
係
に
つ
い
て
は
漢
代
の
貨
幣
制
度
が
参
考
に
な
ろ
う
。
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
漢
朝
の
貨
幣
制
度
で
は
、
黄
金
と

銅
銭
の
交
換
比
価
は
一
斤
一
万
銭
に
固
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
銅
銭
を
価
値
尺
度
と
す
る
実
勢
価
格
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
、
五
千
銭
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
一
万
銭
の
問
で
推
移
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
張
家
山
冬
型
『
算
数
両
日
で
は
一
両
を
三
一
五
銭
に
換
算
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
当

時
は
一
斤
は
五
千
銭
に
評
価
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
金
版
の
一
片
（
一
両
）
も
同
じ
扱
い
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
戦
国
秦
で

黄
金
と
銅
銭
の
二
本
立
て
の
貨
幣
制
度
が
制
定
さ
れ
た
時
点
で
の
黄
金
と
銅
銭
の
比
価
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
ま
た
戦
国
秦
で
は
貨
幣
経
済
・
商
品
交
換
は
一
般
的
原
則
的
に
は
こ
の
黄
金
と
銅
銭
を
媒
介
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
商
品
交
換
が
す
べ
て
こ

れ
ら
の
貨
幣
の
媒
介
で
行
わ
れ
て
い
た
か
、
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
農
村
地
帯
で
は
、
貨
幣
経
済
は
後
代
で
も
都
市
部
に
比
べ
て
低
調
だ
が
、
戦
国
秦
で
は
商
品
交
換
は
一
般
的
に
物
々
交
換
が
多
き
を
占
め
、

農
村
地
帯
の
霧
で
は
銅
銭
と
布
と
が
併
用
さ
れ
て
い
た
と
髪
ら
れ
舳
・
薩
虎
地
形
鐘
秦
律
＋
八
種
「
金
鋸
律
」
に
は
銅
銭
と
布
の
交

換
比
価
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
良
質
の
布
、
長
さ
八
尺
（
一
八
四
糎
）
、
幅
二
尺
五
寸
（
五
八
糎
）
を
一
布
と
し
、
銅
銭
十
一
（
銭
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

相
当
（
換
算
）
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
布
は
正
式
に
貨
幣
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
農
民
た
ち
は
、
と
く
に
銅
銭
や
金
幣
を
所
有
し
て
い
な
く
と
も
、
規
格
に
あ
っ
た
布
さ
え
あ
れ
ば
、
商
品
交
換

に
参
加
で
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
し
て
秦
で
の
貨
幣
の
流
通
状
態
は
、

　
　
官
庸
の
銭
を
著
く
る
者
は
、
千
銭
も
て
一
番
と
し
、
丞
・
令
の
印
を
以
て
印
す
。
千
に
盈
た
ざ
る
者
も
亦
た
之
に
封
印
す
。
銭
は
善
不
善
、
雑
え
之
を
実
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南郡の建設と戦国秦の貨幣制度（稲葉）

　
　
す
。
（
中
略
）
百
姓
の
市
用
の
銭
は
、
毒
悪
、
之
を
雑
え
、
敢
て
異
と
す
る
勿
れ
。
（
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
秦
律
十
八
種
「
金
布
律
扁
）

と
あ
り
、
流
通
し
て
い
る
銅
銭
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
無
銭
（
え
り
ぜ
に
）
が
禁
止
さ
れ
、
信
号
銭
以
外
の
転
婆
、
例
え
ば
斉
地
の
黒
化
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
図
1
6
）
な
ど
、
も
含
め
て
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
銅
銭
（
図
9
－
1
6
）
が
す
べ
て
等
価
値
の
も
の
と
し
て
授
受
さ
れ
．
て
い
た
。
あ
る
意
味
で
は
お
お

ら
か
な
取
引
き
が
行
わ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
し
、
貨
幣
経
済
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
に
は
子
細
な
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
せ
な
い
よ
う
、
政
治
指
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

（
強
制
流
通
）
が
行
わ
れ
て
い
た
、
と
も
理
解
さ
れ
る
。

　
秦
は
東
方
経
略
の
過
程
で
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
系
統
の
異
な
る
通
貨
の
流
通
圏
を
も
支
配
下
に
お
さ
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

ら
の
地
域
で
は
秦
の
貨
幣
制
度
に
対
応
し
た
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
暑
寒
の
流
通
圏
で
は
銭
面
に
～
両
ま
た
は
十
二
朱
の
文
字
を
刻

ん
だ
り
（
図
3
5
・
3
6
）
、
二
針
ま
た
は
～
折
、
半
半
の
文
字
を
鋳
込
ん
で
（
図
3
0
・
3
1
・
3
2
）
半
両
所
と
の
価
値
関
係
を
明
確
に
し
、
蟻
鼻
銭
の
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

通
圏
で
は
重
十
二
朱
の
文
字
を
刻
ん
だ
方
孔
円
銭
（
図
1
7
）
を
発
行
し
て
対
応
し
た
ら
し
い
。
こ
う
し
た
各
地
で
の
魚
影
へ
の
対
応
が
功
を
奏

し
た
の
か
、
布
貨
や
刀
貨
、
円
銭
の
間
に
一
定
の
言
換
率
が
生
ま
れ
、
市
場
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
か
、
秦
の
支
配
下
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
銅
貨
が
商
取
引
に
併
用
さ
れ
て
い
た
。
強
制
流
通
に
加
え
て
各
地
で
の
書
落
と
の
交
流
を
睨
ん
だ
取
り

組
み
が
雑
多
な
通
貨
の
併
用
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
秦
の
貨
幣
統
一
が
始
皇
帝
三
十
七
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
作
用
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①
通
行
本
咽
史
記
鹸
は
三
に
作
る
が
、
子
鼠
縄
咽
史
記
業
際
』
に
従
い
二
に
改
む
。

②
　
　
『
漢
書
㎞
巻
三
〇
芸
文
志
序
の
如
淳
注
に
は
劉
歌
七
略
を
引
い
て
「
外
則
有
太

　
常
・
太
史
・
博
士
之
蔵
、
内
則
有
延
闇
・
広
内
・
秘
室
蟻
塚
」
と
あ
り
、
何
清
谷

　
明
三
輔
国
警
校
注
㎞
（
三
面
出
版
社
、
一
九
九
五
年
、
巻
六
）
に
よ
れ
ば
、
未
央

　
宮
の
北
に
天
禄
閣
・
石
渠
閣
・
戴
工
事
な
ど
の
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
司
馬
遷
は
自
身
の
詰
め
る
太
常
・
太
史
所
蔵
の
文
献
や
こ
れ
ら
秘
府
の
蔵
書
を
捜

　
査
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

③
「
臆
説
撃
墜
黄
金
貨
幣
称
量
単
位
”
半
鐙
”
」
（
『
江
漢
考
古
八
二
〇
〇
〇
年
第

一
期
、
『
古
文
字
研
究
臨
第
二
二
輯
、
二
〇
〇
〇
年
、
の
ち
噸
先
秦
貨
幣
研
究
瞼

前
掲
）
。

　
か
つ
て
林
巳
奈
夫
「
戦
国
時
代
の
重
量
単
位
扁
（
糊
史
林
臨
第
五
一
巻
第
二
号
、

一
九
六
八
年
）
は
長
沙
戦
国
墓
出
土
の
分
銅
の
う
ち
、
第
二
番
目
の
一
二
四
・
三

七
瓦
の
も
の
（
半
影
）
に
刻
さ
れ
た
二
文
字
の
一
つ
が
読
め
な
い
こ
と
か
ら
こ
の

分
銅
の
単
位
名
称
の
字
解
を
保
留
さ
れ
た
が
、
黄
錫
全
は
こ
れ
を
〈
間
判
〉
と
読

み
、
半
鋸
、
す
な
わ
ち
鐙
の
二
分
の
一
と
解
し
、
そ
こ
か
ら
｝
配
す
な
わ
ち
約
二

五
〇
瓦
の
認
識
を
得
た
。
林
氏
は
後
代
の
記
述
、
畳
畳
と
諏
昭
を
拠
り
所
に
一
金
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湛
一
斤
1
1
｝
鐙
の
等
式
を
た
て
て
お
ら
れ
た
が
、
結
論
と
し
て
は
正
し
か
っ
た
わ

　
け
で
あ
る
。

　
　
な
お
黄
氏
と
同
じ
結
論
は
す
で
に
后
徳
俊
「
関
干
楚
圏
黄
金
貨
幣
称
量
的
補
充

　
研
究
…
世
理
墓
出
土
的
三
組
有
銘
青
銅
船
揃
談
叢
」
（
『
中
国
蒲
郡
睡
一
九
九
七

　
年
第
一
期
）
や
子
中
航
・
賀
伝
券
「
戦
国
金
諾
小
議
」
（
前
掲
）
が
提
示
し
て
い

　
た
が
、
明
快
さ
と
説
得
力
に
お
い
て
門
端
鐙
扁
の
解
明
か
ら
議
論
を
展
開
し
た
黄

　
説
に
一
日
の
長
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

④
　
丘
光
明
「
試
論
戦
国
衡
鯛
」
（
明
考
古
睡
一
九
八
二
年
第
五
期
）
。
参
考
ま
で
に

　
黄
錫
全
「
楚
国
貨
幣
的
免
換
関
係
」
（
『
先
秦
貨
幣
通
論
騒
紫
禁
城
出
版
社
、
二
〇

　
〇
一
年
、
第
七
章
第
六
節
、
三
八
六
頁
）
よ
り
楚
国
乱
制
の
名
称
関
係
を
提
示
す

　
れ
ば
、

　
　
一
石
魏
m
隅
鈎
／
一
蓋
¶
～
二
〇
鑑
／
一
鑑
薩
一
一
間
（
半
）
掛
口
皿
山
ハ
而
四
／
一
問
総
隅

　
　
薩
八
両
／
一
両
口
二
四
鉄
「
／
【
銑
釧
○
・
山
ハ
五
瓦

　
と
な
る
。

⑤
高
至
喜
「
湖
南
楚
墓
中
出
土
的
天
平
与
砿
礪
」
（
㎎
考
古
』
　
九
七
二
年
第
四

　
期
）
。

⑥
黄
書
壇
「
関
子
翻
餅
金
幣
若
干
問
題
新
考
」
（
『
考
古
与
文
物
蝕
一
九
八
四
年
第

　
六
期
）
お
よ
び
「
関
子
馬
蹄
金
、
麟
趾
金
的
定
名
、
時
代
与
源
流
」
（
『
中
国
銭
幣

　
論
文
集
撫
中
国
金
融
出
版
社
、
一
九
八
五
年
目
、
「
新
患
載
国
金
銀
器
銘
文
研
究

　
（
一
二
題
）
」
（
噸
古
文
字
研
究
㎞
第
＝
｛
輯
、
一
九
八
五
年
）
は
馬
蹄
形
の
金
塊
は

　
漢
武
帝
が
制
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
戦
国
時
代
の
流
量
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し

　
て
い
る
。

⑦
林
巳
奈
夫
「
戦
国
時
代
の
重
量
単
位
」
（
前
掲
）
は
従
来
、
〈
俘
〉
と
誤
読
さ
れ

　
て
き
た
金
版
の
文
字
を
〈
霧
〉
と
読
む
よ
う
提
雷
し
て
い
る
。

⑧
柿
沼
陽
平
「
秦
漢
時
代
に
お
け
る
物
価
制
度
と
貨
幣
経
済
の
構
造
」
（
『
史
観
睡

　
第
一
五
五
冊
、
二
〇
〇
六
年
）
は
漢
代
の
黄
金
の
価
値
は
五
〇
四
〇
銭
か
ら
九
八

　
○
○
銭
の
問
で
変
動
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
概
数
値
を
紹
介
す
る
。

⑨
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕
』
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
「
算

　
数
轟
省
」
第
四
⊥
ハ
簡
、
　
二
五
五
習
貝
）
。

⑩
雛
雷
「
無
代
貨
幣
考
」
（
『
中
国
銭
幣
』
一
九
八
九
年
第
一
期
）
。

⑪
面
罵
地
鶴
甲
竹
簡
整
理
小
組
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
嚇
（
文
物
出
版
社
、
一
九
七

　
八
年
）
秦
律
十
八
種
「
金
布
律
」
に
は
、

　
　
布
裂
八
尺
、
幅
広
二
尺
五
寸
。
布
悪
、
其
広
装
不
如
式
者
、
不
行
。
金
布

　
あ
る
い
は
、

　
　
銭
十
一
当
｝
布
。
其
出
入
銭
以
当
金
布
、
以
律
。
金
布

　
と
見
え
る
。

⑫
陳
尊
親
・
路
遠
図
首
粕
張
墾
奮
蔵
秦
銭
清
理
報
告
」
（
『
中
国
銭
幣
』
一
九
八
七

　
年
第
瓢
一
期
）
は
　
九
六
二
年
に
陳
西
省
長
安
県
誰
曲
郷
首
幅
張
墾
か
ら
練
土
し
た

　
陶
釜
に
あ
た
か
も
『
睡
虎
地
下
温
帯
金
壷
律
の
記
事
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
千

　
枚
の
円
銭
が
収
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
千
枚
の
内
訳
は
半
両
銭

　
九
九
七
枚
、
両
箇
銭
一
放
、
盗
化
銭
二
枚
で
あ
り
、
銅
銭
が
千
銭
一
春
の
か
た
ち

　
で
収
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
し
か
も
他
地
域
（
斉
）
の
通
貨
も
半
両

　
銭
と
同
じ
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
　
な
お
内
蒙
古
赤
峰
地
区
新
霊
舗
村
で
発
掘
さ
れ
た
陶
罐
に
は
方
足
布
二
四
五
枚
、

　
尖
足
布
一
二
枚
、
刀
布
六
枚
、
一
刀
銭
二
三
二
五
枚
と
と
も
に
半
知
銭
一
枚
が
収

　
納
さ
れ
て
い
た
事
実
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
項
春
松
「
内
蒙
古
赤
峰
地
区
発
現
的

　
戦
国
黙
黙
」
咽
考
古
繭
一
九
八
四
年
第
二
期
）
。
こ
れ
は
首
粕
張
墾
と
は
対
照
的
な

　
事
例
で
あ
り
、
半
両
銭
と
各
地
の
通
貨
が
混
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で

　
あ
る
。

⑬
水
出
泰
弘
「
戦
国
秦
の
「
重
一
両
十
二
（
十
四
）
一
珠
」
銭
に
つ
い
て
一
主

　
と
し
て
睡
虎
地
心
簡
に
よ
る
！
」
（
前
掲
）
。

⑭
秦
宝
磯
『
遺
薩
録
暁
巻
三
下
に
は
徐
森
南
城
外
で
出
土
し
た
甕
の
中
に
蟻
鼻
銭

　
と
方
孔
円
銭
、
重
十
二
朱
銭
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

　
重
十
二
朱
銭
は
蟻
鼻
銭
の
流
画
地
で
秦
銭
と
の
交
流
を
意
識
し
て
鋳
行
さ
れ
た
も
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の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮
さ
ま
ざ
ま
な
通
貨
が
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
の
は
秦
都
成
陽
故

　
城
の
奮
蛙
か
ら
出
土
し
た
各
種
の
破
片
を
含
む
銅
幣
群
で
あ
る
。
刀
貨
あ
り
布
貨

　
あ
り
蟻
鼻
銭
あ
り
で
、
一
つ
の
窯
蛙
に
こ
れ
ら
が
雑
然
と
埋
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と

　
は
、
秦
都
成
陽
に
こ
れ
ら
が
流
入
し
広
汎
に
商
取
引
に
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

　
物
語
る
（
陳
西
省
博
物
館
文
管
会
勘
査
小
組
「
秦
当
量
陽
故
城
遺
舐
発
現
窓
肚
和

　
銅
器
漏
『
考
古
抽
一
九
七
四
年
第
一
期
）
。

⑯
　
拙
稿
門
雛
壇
皇
の
貨
幣
統
一
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
。

南郡の建設と戦国秦の貨幣制度（稲葉）

余

弘酉田

　
秦
国
は
献
公
の
時
代
に
魏
国
を
モ
デ
ル
に
体
制
変
革
に
着
手
し
、
次
の
孝
公
の
時
、
商
鞍
を
用
い
て
変
法
を
推
進
し
た
こ
と
は
上
述
の
通
り

だ
が
、
貨
幣
制
度
に
関
し
て
は
次
の
恵
文
王
二
年
に
、
そ
れ
ま
で
に
発
行
し
た
各
種
の
秦
銭
に
代
え
て
、
銅
銭
の
半
両
銭
を
発
行
、
こ
れ
が
流

通
し
て
い
た
。
や
が
て
こ
の
銅
銭
の
流
通
圏
に
南
郡
か
ら
の
黄
金
が
流
入
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
上
国
の
貨
幣
制
度
は
黄
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
銅
銭
の
二
本
立
て
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
黄
金
を
珍
重
は
し
て
い
て
も
、
貨
幣
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
土
地
で
は
、
そ
の

秤
量
単
位
も
も
と
の
流
通
圏
の
単
位
名
称
が
仮
に
通
行
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
戦
国
秦
の
貨
幣
制
度
に

は
暫
定
的
に
楚
制
を
借
用
し
て
鑑
・
両
制
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
食
鳥
を
継
承
し
、
貨
幣
制
度
を
制
度
と
し
て
確
立
し
た
漢
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
衡
量
制
と
貨
幣
制
と
の
制
度
的
整
合
性
が
は
か
ら
れ
、

斤
・
両
制
と
な
る
。
司
馬
遷
が
平
準
書
で
利
用
し
た
資
料
こ
そ
は
ま
さ
し
く
統
一
以
前
の
秦
の
貨
幣
制
度
の
実
態
を
反
映
し
た
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
秦
が
楚
国
の
中
心
地
を
占
領
し
、
金
幣
の
流
通
圏
を
手
に
入
れ
た
こ
と
は
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
絶
大
な
効
果
を
現
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
六
国
併
合
の
過
程
で
黄
金
を
用
い
た
、
い
わ
ゆ
る
賄
賂
作
戦
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
戦
国
中
期
以
降
、
秦
国
の
東
方
侵
略
を

阻
止
し
よ
う
と
し
て
六
国
の
合
従
が
結
ば
れ
る
一
方
、
そ
れ
を
崩
そ
う
と
し
て
連
衡
が
結
成
さ
れ
、
合
従
・
連
衡
の
繰
り
返
し
で
戦
国
の
攻
防

が
展
開
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
秦
が
百
年
の
攻
防
を
制
し
て
天
下
を
統
一
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
こ
の
南
北
同
盟
を
封
じ

る
こ
と
に
成
功
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
経
過
に
つ
い
て
秦
始
皇
本
紀
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
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大
梁
の
人
磁
路
、
来
り
て
秦
王
に
説
き
て
曰
く
、
秦
の
点
き
を
以
て
す
れ
ば
、
諸
侯
は
讐
う
る
に
郡
県
の
君
の
如
し
。
臣
、
但
だ
諸
侯
、
合
従
し
、
翁
り

　
　
て
不
意
に
出
つ
る
を
著
る
。
此
れ
乃
ち
智
伯
・
夫
差
・
浴
王
の
亡
び
し
所
以
な
れ
ば
な
り
。
驚
く
は
大
王
、
財
物
を
愛
し
む
な
く
、
其
の
豪
臣
に
憎
し
て

　
　
以
て
其
の
謀
を
乱
さ
ば
、
三
十
万
金
を
亡
う
に
過
ぎ
ず
し
て
、
則
ち
諸
侯
は
尽
す
醜
し
。
（
中
略
）
秦
王
（
中
略
）
卒
に
其
の
計
策
を
用
い
、
而
て
李
斯
、

　
　
事
を
用
う
。
（
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
）

と
。
す
で
に
天
下
に
共
主
な
く
、
二
流
国
家
に
落
ち
ぶ
れ
た
六
国
を
前
に
手
を
率
い
て
い
た
仕
法
誰
が
失
脚
し
た
後
、
秦
王
政
（
始
皇
帝
）
は
、

野
人
書
勝
を
登
用
し
、
彼
の
主
張
を
容
れ
て
、
莫
大
な
経
費
を
要
す
る
大
軍
の
派
遣
に
代
え
て
い
わ
ゆ
る
賄
賂
作
戦
を
展
開
す
る
。
戦
争
を
防

止
す
る
た
め
に
要
路
者
に
賄
賂
を
贈
る
こ
と
自
体
は
す
で
に
春
秋
時
代
に
も
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
戦
略
の
一
つ
で
あ
り
、
決
し
て
特
異
な

　
　
　
　
　
②

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
巨
額
の
黄
金
を
用
い
て
反
秦
感
情
を
薄
れ
さ
せ
、
統
一
戦
争
の
遂
行
に
役
立
て
た
と
こ
ろ
に
そ
の
歴
史
的
意
義
が

あ
る
。

　
こ
こ
で
尉
糠
は
軽
く
三
十
万
金
と
い
う
が
、
か
り
に
一
金
を
一
万
銭
と
す
れ
ば
、
三
十
万
金
は
す
な
わ
ち
約
三
十
億
銭
で
あ
り
、
後
の
漢
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
国
家
財
政
収
入
の
四
分
の
三
に
当
た
る
。
こ
の
場
合
、
機
密
費
で
あ
る
か
ら
王
の
私
財
政
（
少
府
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
と
も

簡
単
に
い
っ
て
の
け
て
い
る
あ
た
り
に
当
時
の
秦
国
の
財
政
の
豊
か
さ
が
う
か
が
え
る
。

　
尊
皇
自
身
は
提
案
の
後
、
間
も
な
く
秦
王
政
の
下
か
ら
遁
走
し
た
が
、
そ
の
賄
賂
作
戦
は
李
斯
に
よ
っ
て
着
実
に
推
進
さ
れ
る
。
『
史
記
』

巻
八
七
李
斯
列
伝
に
よ
れ
ば
、
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干
魚
に
説
き
て
曰
く
、
（
中
略
）
今
、
諸
侯
の
秦
に
装
う
こ
と
、
警
う
る
に
郡
県
の
若
し
。
詰
れ
秦
の
彊
、
大
王
の
賢
を
以
て
す
れ
ば
、
由
お
至
上
の
騒
除

の
ご
と
く
、
以
て
諸
侯
を
滅
ぼ
し
、
帝
業
を
成
し
、
天
下
の
一
統
を
為
す
に
足
る
。
此
れ
万
世
の
｝
時
な
り
。
今
、
怠
り
て
急
か
に
就
さ
ず
、
諸
侯
、
復

た
驚
く
、
相
仰
り
て
約
歯
す
れ
ば
、
黄
帝
の
賢
あ
り
と
錐
も
、
燃
す
能
わ
ざ
ら
ん
、
と
。
秦
王
、
乃
ち
斯
を
拝
し
て
国
史
と
為
し
、
其
の
計
を
聴
き
、
陰

に
謀
士
を
遣
し
金
玉
を
齋
持
し
て
以
て
諸
侯
に
評
説
せ
し
む
。
諸
侯
の
名
士
の
、
下
す
に
財
を
以
て
す
可
き
者
は
厚
く
之
に
遺
結
し
、
肯
ぜ
ざ
る
者
は
利

剣
も
て
之
を
刺
し
、
其
の
君
臣
の
計
を
離
す
。
秦
王
、
乃
ち
其
の
良
将
を
し
て
其
の
後
に
随
わ
し
む
。
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⑤

と
見
え
る
。
こ
の
賄
賂
作
戦
に
用
い
ら
れ
た
三
十
万
金
は
、
南
郡
か
ら
豊
富
な
黄
金
を
吸
い
上
げ
て
い
た
秦
国
に
と
っ
て
は
さ
し
た
る
額
で
は

な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
秦
ほ
ど
黄
金
の
恵
み
を
受
け
な
か
っ
た
諸
国
の
大
臣
た
ち
に
は
そ
の
価
値
と
魅
力
は
絶
大
で
あ
り
、
彼
ら
の

心
を
掴
む
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
合
従
策
の
支
持
者
だ
っ
た
各
国
の
大
臣
た
ち
は
、
秦
国
の
間
者
・
ス
パ
イ
か
ら
多
額
の
金
華
を
受

け
取
る
や
、
合
従
に
消
極
的
と
な
り
、
以
後
、
共
同
し
て
秦
に
対
抗
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

　
　
乃
ち
万
金
を
資
し
、
東
の
か
た
韓
・
魏
に
游
び
其
の
将
相
に
入
ら
し
め
、
北
の
か
た
燕
・
趙
に
営
ん
で
李
牧
を
殺
さ
し
む
。
斉
王
入
朝
す
る
や
、
四
国
畢

　
　
く
従
う
は
頓
子
の
説
な
り
。
（
『
戦
国
策
』
巻
六
秦
策
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
あ
り
、
注
釈
家
曾
祖
取
は
、
こ
の
記
事
を
始
皇
十
年
、
太
后
の
幽
閉
を
解
く
前
の
こ
と
と
す
る
。
と
す
れ
ば
呂
不
誰
の
失
脚
、
尉
練
の
提
案

の
後
、
間
も
な
く
賄
賂
作
戦
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
む
ろ
ん
賄
賂
作
戦
に
よ
っ
て
合
従
が
一
挙
に
霧
消
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
同
じ
く
『
戦
国
策
』
秦
策
で
は
荊
・
斉
・
燕
・

⑦代
の
四
国
が
同
盟
し
て
最
後
の
反
抗
に
出
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
秦
廷
の
議
題
に
の
ぼ
っ
た
が
、
こ
の
時
は
出
国
の
「
質
、

願
く
は
四
国
に
出
使
し
、
必
ず
其
の
謀
を
絶
ち
て
其
の
兵
を
安
ん
ぜ
ん
」
な
る
申
し
出
を
う
け
、

　
　
乃
ち
車
百
乗
、
金
干
斤
を
資
い
、
飾
る
に
其
の
衣
を
以
い
、
冠
す
る
に
其
の
冠
を
謡
い
、
量
る
に
其
剣
を
以
う
。
挑
買
辞
行
ず
る
や
、
其
の
謀
を
絶
ち
其

　
　
の
兵
を
比
め
、
之
と
交
を
為
し
、
以
て
秦
に
報
ゆ
。
（
『
戦
国
策
』
巻
線
無
策
五
）

と
て
、
挑
質
の
働
き
で
合
従
の
策
動
を
潰
し
て
い
る
。

　
こ
の
賄
賂
作
戦
の
影
響
を
最
も
強
く
う
け
た
の
は
斉
国
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
『
史
記
』
田
敬
仲
好
世
家
に
は
、

　
　
秦
王
政
立
つ
や
、
（
中
略
）
雁
勝
、
斉
に
相
た
り
、
多
く
秦
の
間
金
を
受
け
、
多
く
賓
客
を
し
て
秦
に
入
ら
し
む
れ
ば
、
秦
も
又
た
多
く
金
を
客
に
予
う
。

　
　
皆
な
反
間
と
為
り
、
王
に
従
を
去
り
秦
に
朝
せ
ん
こ
と
を
勧
め
、
攻
戦
の
備
を
縮
め
ず
、
五
国
の
秦
を
攻
む
る
を
助
け
ず
。
秦
、
故
を
以
て
皇
国
を
滅
す

　
　
を
得
。
五
罪
、
已
に
亡
び
、
秦
兵
、
卒
に
臨
櫃
に
入
る
。
民
の
敢
て
格
う
者
な
し
。
王
建
、
遂
に
降
り
、
共
に
遷
さ
る
。
（
『
史
記
』
巻
四
六
田
敬
仲
完

　
　
世
家
）
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と
あ
り
、
斉
で
は
宰
相
后
勝
が
秦
の
賄
賂
を
受
け
て
当
国
を
支
援
せ
ず
、
秦
軍
侵
攻
へ
の
備
え
も
し
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
い
か
に
秦
の
軍
事
力
が
強
大
で
他
国
を
圧
倒
し
て
い
た
に
せ
よ
、
複
数
の
国
々
が
共
同
し
て
立
ち
向
か
え
ば
、
慰
者
と
し
て
も
簡
単
に
撃
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
賄
賂
作
戦
に
よ
り
こ
の
共
同
作
戦
を
と
れ
な
く
し
た
こ
と
が
六
国
の
敗
亡
、
六
国
の
併
合
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
秦
軍
が
前
二
三
一
年
、
韓
国
に
侵
攻
、
そ
の
西
南
部
に
南
陽
郡
を
設
置
し
、
翌
年
に
は
そ
の
東
部
を
占
領
、
韓
国
を
滅
ぼ
し
頴
川
郡
を
置
い

て
以
来
、
各
国
を
各
個
撃
破
で
き
た
の
も
六
国
で
合
従
が
結
成
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
か
く
て
足
か
け
十
年
で
六
国
の
併
合
、
天
下
の

統
一
が
完
成
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
白
起
の
参
着
郵
の
占
領
と
南
郡
の
設
置
は
、
秦
国
に
黄
金
と
銅
銭
の
二
本
立
て
の
貨
幣
制
度
を
も
た
ら
し

た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
天
下
統
一
作
戦
を
政
治
経
済
的
側
面
か
ら
支
援
す
る
道
を
開
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

①
春
秋
戦
国
期
の
秦
国
で
は
宗
廟
や
富
殿
の
礼
器
、
装
飾
に
黄
金
製
品
が
用
い
ら

　
れ
、
黄
金
製
造
手
工
業
の
突
出
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
張
天
恩
「
秦

　
器
三
論
－
益
門
春
秋
墓
幾
個
問
題
掛
盤
i
偏
（
『
文
物
隔
　
㎝
九
九
三
年
第
一
〇

　
期
）
、
王
学
理
・
尚
志
儒
・
呼
林
貴
「
黄
金
業
」
（
糊
秦
物
質
文
化
史
瞼
三
秦
出
版

　
社
、
～
九
九
四
年
、
第
二
章
三
）
、
ロ
ー
タ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
ウ

　
ゼ
ン
、
吉
本
道
雅
（
訳
）
「
周
文
化
圏
内
部
に
お
け
る
民
族
的
差
異
扁
（
『
周
代
中

　
国
の
祉
会
考
古
学
㎞
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
第
五
章
）
な
ど
を

　
参
照
。

②
李
海
勇
「
略
論
春
秋
諸
侯
国
間
的
納
賂
受
認
現
象
」
『
江
漢
論
壇
』
二
〇
〇
二

　
年
第
三
期
。

　
　
戦
国
期
に
入
っ
て
か
ら
で
も
、
「
趙
孝
武
王
賜
虞
卿
黄
金
百
溢
」
（
益
田
列
伝
）
、

　
門
斉
嚢
王
賜
音
燭
金
十
斤
」
（
萢
推
列
伝
）
、
「
趙
王
難
黄
金
千
正
理
蘇
秦
以
約
諸

　
侯
偏
（
蘇
秦
列
伝
）
、
「
秦
行
金
万
斤
二
藍
、
以
殿
信
陵
君
」
（
魏
公
子
列
伝
）
な
ど

　
と
見
え
る
。

③
加
藤
繁
門
漢
代
に
於
け
る
国
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
区
別
並
び
に
帝
室
財
政

　
一
斑
レ
（
噸
東
洋
学
報
隔
第
八
巻
第
一
号
・
第
九
巻
第
一
・
一
一
号
、
一
九
一
八
・
九

　
年
、
の
ち
噸
支
那
経
済
史
考
証
輪
（
上
）
東
洋
文
庫
、
一
九
四
二
年
）
。

④
越
智
重
明
「
秦
の
国
家
財
政
制
度
」
（
『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
五
、
一
九

　
八
六
年
、
の
ち
『
戦
國
秦
野
史
研
究
1
』
廻
国
書
店
、
一
九
八
八
年
）
。

⑤
賄
賂
作
戦
に
つ
い
て
は
三
山
の
獄
中
上
書
に
も
、

　
　
先
王
之
時
、
秦
地
不
過
千
里
、
兵
数
十
万
。
臣
尽
薄
才
、
墨
筆
法
令
、
陰
行
謀

　
　
謹
、
資
之
金
玉
、
使
小
説
諸
侯
、
陰
脩
甲
兵
、
飾
政
教
、
窟
闘
士
、
尊
功
臣
、

　
　
成
㎜
獄
ハ
爵
禄
。
居
留
以
脅
韓
弱
魏
、
破
蕊
…
・
趙
、
夷
斉
・
林
疋
、
卒
兼
⊥
ハ
醜
虜
甘
…
ハ
王
。

　
　
（
『
史
記
』
巻
八
七
李
斯
列
伝
）

　
と
て
、
六
国
を
滅
ぼ
す
手
だ
て
と
し
て
賄
賂
作
戦
を
展
開
し
た
こ
と
を
自
身
の
功

　
績
の
一
つ
に
数
え
て
い
る
。

⑥
諸
祖
歌
『
戦
國
策
集
注
彙
考
廓
（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
、
巻
六
秦

　
四
）
。

⑦
四
国
に
つ
い
て
諸
生
取
『
戦
国
策
集
注
彙
考
』
（
前
掲
、
巻
七
秦
五
）
は
高
誘

　
の
説
と
し
て
燕
・
趙
・
呉
・
楚
を
、
飽
彪
の
説
と
し
て
荊
・
斉
・
燕
・
代
を
あ
げ
、

　
こ
の
事
件
を
始
皇
十
四
年
の
こ
と
と
す
る
。

⑧
陳
守
亭
「
秦
派
説
客
分
赴
各
国
扁
（
『
李
斯
相
秦
之
研
究
隔
蘭
墓
出
版
社
、
一
九

　
九
四
年
、
第
三
章
第
三
節
）
。
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南郡の建設と戦国秦の貨幣制度（稲葉）
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南郡の建設と戦国秦の貨幣制度（稲葉）
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　　　　　　　　The　Establishment　of　Nan　Comnandery

and　the　Qin　Monetary　System　of　the　Warring　States　Period

by

INABA　lchiro

　　The　“Treatise　on　the　Balanced　Standard”　（Pingzhunshu）　in　the　Records　of　the

Grand　Historian　（Shi’t）　records　that　the　monetary　system　of　the　Qin　dynasty　was

a　dua！　one　based　on　gold　and　copper　coinage，　that　gold　was　measillred　in　units　of

weight　1〈nown　as　yi，　and　that　copper　banliang　coins　circulated．　However，　the　in－

consistency　of　the　system　has　been　pointed　out　due　te　the　fact　that　the　yi　unit　of

weight　fbr　gold　did　not　appear血the　Q血’s　standardized　system　of　weights　and

measures．　Also　in　regard　to　copper　coins，　the　absence　of　a　uniform　standardized

currency　has　been　pointed　out　due　to　the　fact　that　the　banliang　coins　have　been

excavated　chiefly　from　the　Qin　homeland　of　Shanxi　and　Sichuan．　On　the　basis　of

these　facts，　1　theorized　in　1978　that　the　text　described　the　Qin　system　dtimg　the

War血g　States　period　and　not　the　standardized　monetary　system　of　the　Qkl

Empire．　As　regards　the　copper　coins，　a　recognition　that　bardiang　coins　had　be－

come　the　established　currency　in　the　second　year　of　the　reign　of　King　Huiwen

（336　BCE）　has　become　the　scholarly　consensus　as　a　result　of　the　report　of　the　ex－

cavation　of　banliang　coins　together　with　wooden　tablets　of　the　land　regulations

from　a　Qin－era　tomb　in　Qingchuan　county，　Sichuan，　in　1982，　but　the　matter　of　golcl

remained　a　mystery．　This　mystery，　however，　was　clarified　in　2001　when　a

Chinese　numismatist　pointed　out　that　the　yi　was　a　unit　of　the　state　of　Chu　and　that

it　was　neairly　the　same　weight，　250　grams，　of　the　Qin　catty，　1’in．　Previously，　as

the　yi　had　mistakenly　been　calculated　at　320　grams　and　the　gold　coin　of　the　Qin

was　250　grams　and　the　weight　and　numerical　value　had　not　corresponded，　scholars

claimed　the　description　in　the　“Treatise　on　the　BalEmced　Standard”　was　overly　ab－

struse　or　mistaken，　but　with　this　new　kr｝owledge，　it　became　clear　that　the　one－jin

go！d　coin　that　circulated　in　the　Qin　was　actually　the　one－yi　gold　coin．

　　Gold　had　from　the　fust　been　prized　in　Qin　and　was　employed　for　ornament　and

ritual　implements，　but　gold　coins　were　not　utbized　as　currency．　The　use　of　gold

coins　in　Qin　was　profoundiy　related　to　the　broad－scale　occupation　of　the　heareland

of　the　neighbo盛ng　state　Chu，勧clu（㎞g廿1e　capital　Y血g，　and　estabHshment　of　Nan

commandery　iii　277　BC，　when　territory　in　which　gold　co血s　ch℃ulated　canle　under
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Qin　jurisdiction．　The　Qin　state　adopted　the　one－yi　gold　coins　of　Chu　that　fiowed　in

from　Nan　commandery　as　their　own　currency　and　thus　established　a　dual　currency

using　them　along　with　their　own　banliang　coppers．

　　Those　jtems　of　the　Qin　Einpire　that　could　be　uniformly　standardized　in　short

order－characters，　｝aws，　weights　and　measures，　and　axie　lengths－were　stan－

dardized　when　the　realrn　was　urtifled　in　221　BC，　but　the　currency　and　thinl〈ing　of

people　could　not　be　standardized　tmediately　due　to　circumstances　despite

apparent　attempts　to　control　them　when　circumstances　pemitted．　The　currency

was　only　standardized　in　the　final　year　of　Sltihuangdi’s　reign，　210　BC．　However，

the　emperor　fell　ik　and　died　while　on　an　imperial　progress．　Before　measures　to

propagate　the　system　could　be　taken，　the　empire　sank　into　chaos　and　coilapsed，

and　thus　the　implementation　of　a　standardized　uniform　system　of　cmmeRcy　was　left

to　the　following　Han　dynasty．

　　The　form　of　the　Qin　currency　system　described　by　Sima　Qian　in　the　“Treatise

on　the　Balanced　Standard”　was　borne　from　the　process　of　unification　during　the

War血g　States　period　and　it　can　be　termed　a　part　of　the　system　that　failed　to　take

root　as　a　standardized　system．

Following　Qin’s　capture　of　Nan　commandery　where　gold　was　produced　and

circulated，　the　gold　coins　that　flowed　into　the　state　were　put　to　use　in　international

politics．　Gold　was　sent　to　the　ministers　of　various　states　in　a　campaign　of　bribery，

designed　to　suppress　the　confederation　of　Six　Northern　and　Southern　Kingdoms　in

the　east，　which　were　one　by　one　attacked　and　conquered．　A　mere　ten　years　after

begiming　the　wars　of　unification，　the　realm　was　pacined．

The　establishnent　of　Nan　commandery　not　only　brought　about　the　addition　of

gold　coins　to　the　Qin　monetary　system　but　also　played　a　dual　historical　role　in　the

sens曲t　coins　from　Nan　comrnandery　were　used　to血nd出e　camp惣of愉

ery．

　　　　　　　The　Legal　Culture　of　the　City　of　Toulouse

and　the　Compilation　of　Cartularies　in　the　High　Middle　Ages

by

Zusm　Nobutada

　　This　study　aims　to　consider　the　roil　of　documents　in　the　legal　culture　of

Toulottse，　a　city　in　southwest　France，　by　reexamining　the　cartularies　of　Toulouse
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